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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　認証装置の測定領域に配置されたアイテムの一部が、所定の複屈折率特性を備えている
ことの検出に応じて、フィルム基板を含む前記アイテムの真正を決定するように動作する
認証装置であって、アイテムの少なくとも一部が、前記認証装置の測定領域に配置されて
いるかどうかを決定するように動作するアイテム検出配列と、光学ベースの複屈折率測定
装置と、を含み、前記認証装置が、測定した複屈折率特性を所定の複屈折率特性と比較し
、前記比較に基づいて、前記アイテムの真正又はその他を示す真正信号を生成するように
動作し、前記装置が更に、前記アイテム検出配列による、前記測定領域の前記アイテムの
前記少なくとも一部の存在又はその他の決定に応じて、前記装置からの前記真正信号の出
力を制御するように動作する制御手段を含んでいる装置。
【請求項２】
　前記アイテム検出配列が、前記装置のアイテム検出領域に電磁波を照射するように配置
され、動作するアイテム検出エミッタと、前記アイテム検出領域から反射した電磁波、及
び前記アイテム検出領域を通過した電磁波の、少なくとも一方を受け取るように配置され
、動作するアイテム検出ディテクタと、を含み、前記アイテム検出ディテクタが更に、前
記アイテム検出領域のアイテムの存在又はその他を示す信号を提供するように動作し、更
に、前記アイテム検出配列が、前記アイテム検出領域のアイテムの存在を示す前記アイテ
ム検出ディテクタ信号の受け取りに応じて、前記アイテムの前記少なくとも一部が前記測
定領域に配置されていることを決定するように動作する、請求項１に記載の装置。
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【請求項３】
　前記アイテム検出エミッタが、白色光及び／又は赤外光を出射するように動作する、請
求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記アイテム検出ディテクタが、白色光及び／又は赤色光を検出するように動作する、
請求項２又は３に記載の装置。
【請求項５】
　前記装置が、バブル処理によって作製したアイテムフィルム基板と、異なる処理によっ
て作製したアイテムフィルム基板と、を区別するように動作する、請求項１～４のいずれ
か一つに記載の装置。
【請求項６】
　前記光学ベースの複屈折率測定装置が、前記装置の前記測定領域に、電磁波を照射する
ように配置され動作する複屈折率測定エミッタと、前記複屈折率測定エミッタと前記測定
領域の第一側との間に配置され、前記複屈折率測定エミッタによって出射された電磁波を
通過させる第一偏光子と、前記測定領域の第二側に配置され、前記複屈折率測定エミッタ
から前記測定領域を通過した電磁波を受け取るように動作する、複屈折率測定ディテクタ
と、前記測定領域の第二側と前記複屈折率測定ディテクタとの間に配置され、前記測定領
域を透過した電磁波を通過させる第二偏光子と、を含み、前記第二偏光子が第一偏光子に
対して横方向の偏光に影響を与えるように方向付けられ、前記複屈折率測定ディテクタが
、測定した複屈折率特性に対応する信号を出力するように動作する、請求項１～５のいず
れか一つに記載の装置。
【請求項７】
　測定した複屈折率特性に対応して、前記複屈折率測定ディテクタによって出力された前
記出力信号が、受け取った透過電磁波の強度に比例する、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記複屈折率測定ディテクタが、測定した複屈折率特性に対応する前記出力信号をプロ
セッサに通信するように動作し、前記プロセッサが、前記出力信号の値を前記所定の複屈
折率特性と比較するように動作する、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記アイテムの不透明又は半不透明領域が前記測定領域に配置されている場合の、所望
の複屈折率測定ディテクタの出力信号値に対応する第一範囲の値、前記アイテムの透明又
は半透明領域が前記測定領域に配置されている場合の、所望の複屈折率測定ディテクタの
出力信号値に対応する第二範囲の値、及びアイテムが前記測定領域に存在しない場合の、
所望の複屈折率測定ディテクタの出力信号値に対応する第三範囲の値、の一つを前記所定
の複屈折率特性が含んでいる、請求項６～８のいずれか一つに記載の装置。
【請求項１０】
　前記複屈折率測定エミッタが、光源を含んでいる、請求項６～９のいずれか一つに記載
の装置。
【請求項１１】
　前記光源が、白色発光ＬＥＤを含んでいる、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記複屈折率測定ディテクタが、フォトディテクタを含んでいる、請求項６～１０のい
ずれか一つに記載の装置。
【請求項１３】
　フォトディテクタが、フォトダイオードを含んでいる、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　フォトダイオードが、白色光の検出に適している、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記複屈折率測定エミッタが、レール又はロッドにスライド可能なように取り付けられ
ている、請求項６～１４のいずれか一つに記載の装置。
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【請求項１６】
　前記複屈折率測定エミッタが、取付け部によってレール又はロッドに取り付けられ、前
記取付け部が、レール又はロッドに対してスライド可能であり、前記取付け部が、前記複
屈折率測定エミッタの位置を、レール又はロッドに対して固定できる固定要素を含む、請
求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記複屈折率測定ディテクタが、レール又はロッドにスライド可能なように取り付けら
れている、請求項６～１６のいずれか一つに記載の装置。
【請求項１８】
　前記複屈折率測定ディテクタが、取付け部によって、レール又はロッドに取り付けられ
、前記取付け部が、レール又はロッドに対してスライド可能であり、前記取付け部が、前
記複屈折率測定ディテクタの位置を、レール又はロッドに対して固定できる固定要素を含
む、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記アイテム検出配列が、アイテム認証領域が前記測定領域に配置されているかどうか
を決定する光学ベースの反射率測定装置を含み、前記反射率測定装置が、前記装置の前記
測定領域に電磁波を照射するように動作する反射率測定エミッタと、前記装置の前記測定
領域から反射した電磁波を受け取るように配置され、動作し、前記測定領域から反射した
前記電磁波の測定した特性に対応し、前記測定領域のアイテム認証領域の存在又はその他
を示す、信号を出力するように動作する、反射率測定ディテクタと、を含み、前記反射率
測定装置が、測定した反射特性を一組の所定の反射特性と比較し、前記比較に基づいて、
前記測定領域の前記アイテム認証領域の存在又はその他を決定するように動作し、更に、
前記決定を示す信号を前記制御手段に提供するように動作し、前記制御手段からの前記真
正信号の出力を制御する、請求項１～１８のいずれか一つに記載の装置。
【請求項２０】
　測定した反射特性に対応して、前記反射率測定ディテクタによって出力された前記出力
信号が、受け取った反射電磁波の強度に比例する、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記反射率測定ディテクタが、測定した反射特性に対応する前記出力信号をプロセッサ
に通信するように動作し、前記プロセッサが、前記測定した反射特性に対応する前記出力
信号の値を前記所定の反射特性と比較し、前記所定の反射特性が、前記測定領域の中での
前記アイテムのアイテム認証領域の存在を示す予め定められた値を含み、前記プロセッサ
が、前記アイテム認証領域が前記測定領域に存在しているか存在していないかの前記決定
を前記比較に基づいて実行するように動作し、前記決定を示す前記信号を前記制御手段に
提供するように動作する、請求項１９又は２０に記載の装置。
【請求項２２】
　測定した反射特性に対応して、前記反射率測定ディテクタによって出力された前記出力
信号と前記所定の反射特性との前記比較が、前記アイテム認証領域が測定領域に配置され
ていることを示した場合、前記プロセッサが、前記測定領域の中での前記アイテム認証領
域の存在を示す決定信号を、前記制御手段に出力するように動作し、その受け取りに応じ
て、前記制御手段が、測定した複屈折率特性に対応して、前記複屈折率測定ディテクタに
よって出力された前記出力信号と前記所定の複屈折率特性との前記比較に基づいて、前記
アイテムの真正又はその他を示す前記真正信号を出力するように動作する、請求項２１に
記載の装置。
【請求項２３】
　前記アイテムの不透明又は半不透明領域が前記測定領域に配置されている場合の、所望
の反射率測定ディテクタの出力信号値に対応する第一範囲の値、前記アイテムの透明又は
半透明領域が前記測定領域に配置されている場合の、所望の反射率測定ディテクタの出力
信号値に対応する第二範囲の値、及びアイテムが前記測定領域に存在しない場合の、所望
の反射率測定ディテクタの出力信号値に対応する第三範囲の値、の一つ以上を前記所定の
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反射特性が含んでいる、請求項１９～２２のいずれか一つに記載の装置。
【請求項２４】
　前記反射率測定ディテクタが、それに関連付けられた遮蔽部を備え、前記遮蔽部が、少
なくとも一つの絞りを包含し、前記絞りが、前記反射率測定ディテクタに対して配置され
、前記アイテムの前記少なくとも一部から反射した電磁波を、反射率測定ディテクタで受
け取り可能にする、請求項１９～２３のいずれか一つに記載の装置。
【請求項２５】
　遮蔽部が、管を含み、絞りが、前記管の中空部を含んでいる、請求項２４に記載の装置
。
【請求項２６】
　反射率測定ディテクタが、管の端部、又は内部に配置されている、請求項２５に記載の
装置。
【請求項２７】
　前記絞りが、遮蔽部の管状領域を含んでいる、請求項２４に記載の装置。
【請求項２８】
　前記反射率測定ディテクタが、遮蔽部の管状領域の端部、又は内部に配置されている、
請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記反射率測定エミッタがそれに関連付けられた遮蔽部を備え、前記遮蔽部が絞りを包
含し、前記絞りが反射率測定エミッタに対して配置され、反射率測定エミッタから出射さ
れた電磁波が前記装置の測定領域に向かって導かれることを可能にする、請求項１９～２
８のいずれか一つに記載の装置。
【請求項３０】
　前記遮蔽部が、管を含み、絞りが、管の中空部を含んでいる、請求項２９に記載の装置
。
【請求項３１】
　前記反射率測定エミッタが、管の端部、又は内部に配置されている、請求項３０に記載
の装置。
【請求項３２】
　前記絞りが、前記遮蔽部の管状領域を含んでいる、請求項２９に記載の装置。
【請求項３３】
　前記反射率測定エミッタが、前記遮蔽部の管状領域の端部、又は内部に配置されている
、請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記反射率測定エミッタが、コヒーレントな電磁波を出射するように動作する、請求項
１９～３３のいずれか一つに記載の装置。
【請求項３５】
　前記反射率測定エミッタが、少なくとも一つのＬＥＤを含んでいる、請求項１９～３４
のいずれか一つに記載の装置。
【請求項３６】
　前記少なくとも一つのＬＥＤが、電磁スペクトルの赤外線範囲の光を出射するように動
作し、及び／又は白色光エミッタ源を含んでいる、請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記反射率測定エミッタが、少なくとも一つの帯状電磁波源を含んでいる、請求項１９
～３６のいずれか一つに記載の装置。
【請求項３８】
　前記反射率測定ディテクタが、少なくとも一つのフォトダイオードを含んでいる、請求
項１９～３７のいずれか一つに記載の装置。
【請求項３９】
　前記少なくとも一つのフォトダイオードが、電磁スペクトルの赤外線範囲の光を検出す
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るように動作する、請求項３８に記載の装置。
【請求項４０】
　前記反射率測定ディテクタが、少なくとも一つのライン走査カメラを含み、及び／又は
少なくとも一つの分光器とＣＣＤ又はＣＭＯＳイメージセンサを含んでいる、請求項１９
～３９のいずれか一つに記載の装置。
【請求項４１】
　前記反射率測定エミッタが、複数のＬＥＤ、複数の白色光エミッタ源、及び複数の帯状
電磁波源、の少なくとも一つを含み、前記反射率測定ディテクタが、複数のフォトダイオ
ード、複数のライン走査カメラ、及び複数の分光器とＣＣＤ又はＣＭＯＳイメージセンサ
の少なくとも一つを含み、前記複数のＬＥＤが各々、複数のフォトダイオード、及び／又
は複数のライン走査カメラ、及び／又は複数の分光器とＣＣＤ又はＣＭＯＳイメージセン
サの対応する一つと対をなし、前記複数の白色光エミッタ源が各々、複数のフォトダイオ
ード、及び／又は複数のライン走査カメラ、及び／又は複数の分光器とＣＣＤ又はＣＭＯ
Ｓイメージセンサの対応する一つと対をなし、前記複数の帯状電磁波源が各々、複数のフ
ォトダイオード、及び／又は複数のライン走査カメラ、及び／又は複数の分光器とＣＣＤ
又はＣＭＯＳイメージセンサの対応する一つと対をなしている、請求項１９～４０のいず
れか一つに記載の装置。
【請求項４２】
　前記複数のＬＥＤの前記少なくとも一つが、電磁スペクトルの赤外線範囲の光を出射す
るように動作する、請求項４１に記載の装置。
【請求項４３】
　前記複数のフォトダイオードの前記少なくとも一つが、電磁スペクトルの赤外線範囲の
光を検出するように動作する、請求項４１又は４２に記載の装置。
【請求項４４】
　装置が搬送経路を包含し、前記搬送経路の一部が測定領域を含み、前記アイテムの搬送
経路に沿って前記アイテムを運ぶことができる、請求項１～４３のいずれか一つに記載の
装置。
【請求項４５】
　前記アイテムが、紙幣を含んでいる、請求項１～４４のいずれか一つに記載の装置。
【請求項４６】
　請求項９に従属するとき、又は請求項９に直接的又は間接的に従属する場合の請求項１
０～４４のいずれか一つに従属するとき、不透明又は半不透明領域が前記紙幣の印刷領域
を含み、及び／又はアイテムの透明又は半透明領域が紙幣の未印刷領域又は窓領域を含む
、請求項４５に記載の装置。
【請求項４７】
　更に、紙幣計数装置を介して運ばれる紙幣の数を維持するように動作する紙幣計数デバ
イスを含み、前記紙幣計数デバイスが更に、前記認証装置からのアイテムの真正又はその
他を示す真正信号を受け取るように動作し、測定領域のアイテムが、真正であることを前
記信号が示したときだけ、前記紙幣計数デバイスが紙幣数を変更するように動作する、請
求項１～４６のいずれか一つに記載の認証装置を含む紙幣計数装置。
【請求項４８】
　測定領域のアイテムが真正であることを示す信号を受け取ると、紙幣計数デバイスが紙
幣数を変更するように動作する、請求項４７に記載の装置。
【請求項４９】
　前記紙幣計数デバイスが、数を増加させることによって、紙幣数を変更するように動作
する、請求項４８に記載の装置。
【請求項５０】
　フィルム基板を含むアイテムの認証方法であって、認証装置の測定領域に配置されたア
イテムの一部が、所定の複屈折率特性を備えているかどうかを検出することを含み、前記
アイテムの少なくとも一部が前記認証装置の測定領域に配置されているかどうかを、アイ
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テム検出配列によって決定するステップと、光学ベースの複屈折率測定装置によって得ら
れる測定した複屈折率特性と所定の複屈折率特性とを比較するステップと、前記比較に基
づいて、前記アイテムの真正又はその他を示す真正信号を生成するステップと、前記アイ
テム検出配列によって、前記測定領域の中での前記アイテムの前記少なくとも一部の存在
又はその他の決定に応じて、前記装置からの前記真正信号の出力を、制御手段を介して制
御するステップと、を更に含む方法。
【請求項５１】
　前記アイテム検出配列の一部を構成するアイテム検出エミッタを介して、前記装置のア
イテム検出領域に電磁波を照射することと、前記アイテム検出配列の一部を構成するアイ
テム検出ディテクタを介して、前記アイテム検出領域から反射した電磁波と、前記アイテ
ム検出領域を通過した電磁波と、の少なくとも一方を受け取ることと、を含み、更に、前
記アイテム検出領域のアイテムの存在又はその他を示す信号を提供することと、前記アイ
テム検出領域のアイテムの存在を示すアイテム検出ディテクタ信号の受取りに応じて、前
記アイテムの前記少なくとも一部が前記測定領域に配置されていることを、前記アイテム
ディテクタ配列によって決定することと、を含んでいる、請求項５０に記載の方法。
【請求項５２】
　バブル処理によって作製したアイテムフィルム基板と、異なる処理によって作製したア
イテムフィルム基板とを区別する、請求項５０又は５１に記載の方法。
【請求項５３】
　複屈折率測定エミッタを用いて、前記装置の前記測定領域に電磁波を照射することと、
前記複屈折率測定エミッタと、前記測定領域の第一側との間に、第一偏光子を配置し、前
記複屈折率測定エミッタによって出射された電磁波を通過させることと、前記測定領域の
第二側に、複屈折率測定ディテクタを配置することと、前記複屈折率測定ディテクタにお
いて、前記複屈折率測定エミッタから前記測定領域を通過した電磁波を受け取ることと、
前記測定領域の前記第二側と、前記複屈折率測定ディテクタとの間に、第二偏光子を配置
し、前記測定領域を透過した電磁波を通過させることと、前記第二偏光子を第一偏光子に
対して横方向の偏光に影響を与えるように方向付けることと、測定した複屈折率特性に対
応する信号を、前記複屈折率測定ディテクタから出力することと、を含む、請求項５０～
５２のいずれか一つに記載の方法。
【請求項５４】
　測定した複屈折率特性に対応する前記出力信号をプロセッサに通信することと、前記プ
ロセッサで、前記出力信号の値を前記所定の複屈折率特性と比較することと、を含む、請
求項５３に記載の装置。
【請求項５５】
　前記アイテムの不透明又は半不透明領域が、前記測定領域に配置されている場合の、所
望の複屈折率測定ディテクタの出力信号値に対応する第一範囲の値、前記アイテムの透明
又は半透明領域が前記測定領域に配置されている場合の、所望の複屈折率測定ディテクタ
の出力信号値に対応する第二範囲の値、及びアイテムが、前記測定領域に存在しない場合
の、所望の複屈折率測定ディテクタの出力信号値に対応する第三範囲の値、の一つを、前
記所定の複屈折率特性が含んでいる、請求項５３又は５４に記載の方法。
【請求項５６】
　前記アイテム検出配列の光学ベースの反射率測定装置を介して、アイテムのアイテム認
証領域が、前記測定領域に配置されているかどうかを決定することを含み、前記決定ステ
ップが、前記反射率測定装置の反射率測定エミッタを介して、前記装置の前記測定領域に
電磁波を照射することと、前記反射率測定装置の反射率測定ディテクタを介して、前記装
置の前記測定領域から反射した電磁波を受け取ることと、前記測定領域から反射した前記
電磁波の測定した特性に対応し、前記測定領域のアイテム認証領域の存在又はその他を示
す信号を、前記反射率測定ディテクタから出力することと、前記反射率測定装置で、測定
した反射特性を一組の所定の反射特性と比較することと、前記比較に基づいて、前記測定
領域の前記アイテム認証領域の存在又はその他を決定することと、前記決定を示す信号を
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前記制御手段に提供し、前記制御手段からの前記真正信号の出力を制御することと、によ
って実行される、請求項５０～５５のいずれか一つに記載の方法。
【請求項５７】
　測定した反射特性に対応する前記出力信号をプロセッサに通信することを含み、前記プ
ロセッサが、前記測定した反射特性に対応する前記出力信号の値を前記所定の反射特性と
比較するように動作し、前記所定の反射特性が、前記測定領域の中での前記アイテムのア
イテム認証領域の存在を示す予め定められた値を含み、前記プロセッサは前記比較に基づ
いて、前記アイテム認証領域が前記測定領域に存在するかどうかの前記決定を実行するよ
うに動作し、前記決定を示す前記信号を前記制御手段に提供するように動作する、請求項
５６に記載の方法。
【請求項５８】
　測定した反射特性に対応して、前記反射率測定ディテクタによって出力された前記出力
信号と前記所定の反射特性との前記比較が、前記アイテム認証領域が測定領域に配置され
ていることを示す場合、前記測定領域の中での前記アイテム認証領域の存在を示す決定信
号を、前記プロセッサから前記制御手段に出力し、その受取りに応じて、測定した複屈折
率特性に対応して、前記複屈折率測定ディテクタによって出力された前記出力信号と前記
所定の複屈折率特性との前記比較に基づいて、前記アイテムの真正又はその他を示す前記
真正信号を、前記制御手段から出力する、請求項５７に記載の方法。
【請求項５９】
　前記アイテムの不透明又は半不透明領域が前記測定領域に配置されている場合の、所望
の反射率測定ディテクタの出力信号値に対応する第一範囲の値、前記アイテムの透明又は
半透明領域が前記測定領域に配置されている場合の、所望の反射率測定ディテクタの出力
信号値に対応する第二範囲の値、及びアイテムが前記測定領域に存在しない場合の、所望
の反射率測定ディテクタの出力信号値に対応する第三範囲の値、の一つ以上を、前記所定
の反射特性が含んでいる、請求項５６～５８のいずれか一つに記載の方法。
【請求項６０】
　前記アイテムが、紙幣を含んでいる、請求項５０～５９のいずれか一つに記載の方法。
【請求項６１】
　請求項５５に従属するとき、又は請求項５５に直接的又は間接的に従属する場合の請求
項５６～５９のいずれか一つに従属するとき、不透明又は半不透明領域が前記紙幣の印刷
領域を含み、及び／又はアイテムの透明又は半透明領域が前記紙幣の未印刷領域又は窓領
域を含んでいる、請求項６０に記載の方法。
【請求項６２】
　前記認証装置の搬送経路を提供することと、前記搬送経路の一部が前記測定領域を含み
、前記搬送経路に沿って前記アイテムを運ぶことと、を含む、請求項５０～６１のいずれ
か一つに記載の方法。
【請求項６３】
　請求項５０～６２のいずれか一つの方法を含み、紙幣計数デバイスを用いて装置を介し
て運ばれる紙幣の数を維持することと、前記紙幣計数デバイスにおいて、前記アイテムの
真正又はその他を示す前記真正信号を、前記認証装置から受け取ることと、測定領域のア
イテムが真正であることを、真正信号が示したときだけ、紙幣数を変更することと、を更
に含む、紙幣計数方法。
【請求項６４】
　測定領域のアイテムが真正であることを示す真正信号を受け取ると、前記紙幣数を変更
することを更に含む、請求項６３に記載の方法。
【請求項６５】
　前記数を増加させることによって前記紙幣数を変更することを含む、請求項６４に記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、認証装置及び方法に関し、具体的であるが、限定的ではなく、高分子フィル
ムを含むアイテムを認証するための認証装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高分子フィルムは、セキュリティ、認証、識別及び偽造防止が重要である分野の基板と
して用いられることが次第に増えている。このような分野の高分子ベースの製品は、例え
ば、紙幣、重要書類（例えば、パスポートや土地の所有権、株式及び卒業証書等のＩＤ物
質）、偽造防止用の高価な商品を梱包するためのフィルム、及びセキュリティカードを包
含している。
【０００３】
　高分子ベースの信頼できる物質は、セキュリティ、機能性、耐久性、費用対効果、清浄
度、加工性及び環境的配慮の観点で利点がある。これらの中でおそらく最も顕著なものは
、セキュリティ上の利点である。例えば、紙ベースの紙幣は、比較的容易にコピー可能で
あり、紙ベースの紙幣に比べて、高分子ベースの紙幣を用いる国々では偽札が出現するこ
とは少ない。高分子ベースの紙幣は、より長持ちし、容易に破れることも少ない。
【０００４】
　高分子フィルムに基づくセキュリティ物質は、様々な視認可能な、及び隠されたセキュ
リティ機能の組み込みに適応できる。およそ２５年前の最初の高分子紙幣の導入以来、セ
キュリティ機能は、光学可変デバイス（ＯＶＤ）、混濁化機能、印刷セキュリティ機能の
セキュリティスレッド、エンボス加工、透明窓及び回折格子を包含している。複雑なセキ
ュリティ機能の他に、コピー機で用いられる高温が、このような機械を用いて、信頼でき
る物質（例えば、紙幣）を単にコピーしようとした場合、高分子ベースの物質の溶融又は
変形を引き起こすことが多いという、より直接的な利点もある。
【０００５】
　しかし、販売時点におけるセキュリティ文書の認証に適した独立型の装置は、現時点で
は限られた用途でしか用いられていない。販売時点は、紙幣上の蛍光インクの検出用のＵ
Ｖ光源、又は真正の紙幣には目印を付けないペンを備えている場合がある。これらのデバ
イスは、偽造に対して高い技術的障害を提供しない。販売時点は、カードに組み込まれた
改ざん防止電子回路を用いて、クレジットカード又はデビットカードを認証する電子装置
を備えている場合もある。しかし、この装置は、複雑及び高価で、処理時間及びリモート
サーバへの通信リンクを必要とし、日常の現金取引中の紙幣の認証での使用には適してい
ない。
【０００６】
　紙幣の真正の確認用のより高度な装置は、一般に金融機関や専門の現金出納係が流通に
戻す紙幣の確認用に用いているが、このような装置は、特に紙幣の認証に複数のセキュリ
ティ機能が存在することを確認することが一般に必要であるので高価である。現金受取り
機は、比較的低コストで保持されなければならないので、あまり高度でない認証装置を備
えている。
【０００７】
　様々な高分子が、信頼できる基板として用いられる。これらの中には、ポリプロピレン
フィルムがある。ポリプロピレンフィルムを製造する三つの主要な方法は、ステンター法
、キャスト法及びバブル法である。
【０００８】
　キャスト及びステンター法では、高分子チップを一般に押出し機内に配置して加熱し、
スリットダイから冷却ローラ上に押出し物を押し出し、フィルム（キャスト法の場合）又
は厚い高分子リボン（ステンター法の場合）を形成する。ステンター法では、それから、
厚い高分子リボンを再加熱し、縦方向（「機械方向」と呼ぶ）及び幅方向（「横方向」と
呼ぶ）に延伸し、フィルムを形成する。
【０００９】
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　バブル法では、高分子は、スリットダイを介してではなく、環状ダイを介して押し出さ
れ、中空の円筒又は「排水管」状の形態で、それを介して空気を吹き込み、比較的厚い押
出し物を形成する。環状ダイは、一般に複数階の高さ（例えば４０～５０ｍ）と同等の装
置の上部にある。押出し物は、下向きに移動し、順次加熱されて拡張し、バブルを形成す
る。それから、バブルは、二つの半分のバブルにスリットされ、その各々を、「単一ウェ
ブ」のフィルムとして別個に用いることも、代替的に、二つの半分を共に挟持及び積層し
、二重の厚さのフィルムを形成することもできる（又はバブルを崩壊し、二重の厚さのフ
ィルムを形成してもよい）。一般に、ダイには三つの同心円状の環状部があり、中空の円
筒が三層の押出し物となるようにする。例えば、ポリプロピレンのコア層と、その片側に
ターポリマーのスキン層があり、別の側に他のターポリマーのスキン層があってもよい。
この場合、単一ウェブは、中間にポリプロピレンを備えている三層からなり、二重ウェブ
は、中間の層が各半分のバブルの同じスキン層（ターポリマー）であるので、五層からな
る。例えば、環状部の数、スキン層の種類、コア層の種類等に関して、多くの他の可能な
配列及び要素が可能である。
【００１０】
　従って、バブル法は、バブルを形成することによって（例えば１０～１００μｍの厚さ
の）薄いフィルムをもたらすが、ステンター法は、物質を延伸することによって薄いフィ
ルムをもたらす。バブル法は、ステンタフィルムとは異なり、幾つかの目的で有利な均一
に延伸されたフィルムをもたらす。二軸延伸ポリプロピレン（ＢＯＰＰ）フィルムは、英
国ＷｉｇｔｏｎのＩｎｎｏｖｉａ　Ｆｉｌｍｓ　Ｌｔｄ．によってバブル処理によって作
製されている。ポリプロピレンに加えて、バブル処理を用いた薄いフィルムとして、他の
高分子（例えば、ＬＬＤＰＥ、ポリプロピレン／ブチレン共重合体）を形成することもで
きる。
【００１１】
　従来の認証装置及び方法は、電磁波に対して透過性の、例えば、電磁スペクトルの可視
領域で透明である、セキュリティ文書基板の既知のシートを利用している。透明窓を残し
て、透明プラスチック基板物質のシート上に不透明のインクを印刷することによって、紙
幣等のセキュリティ文書を形成することが知られている。得られる窓は、人間の眼にはっ
きり見える、明白なセキュリティ機能を提供する。得られる透明窓上又は透明窓内に、回
折格子によって形成される光学可変デバイス等の、追加の光学的セキュリティ機能を印刷
、エッチング又は組み込んで追加の明白なセキュリティ機能を提供することが知られてい
る。これらの追加の光学的セキュリティ機能の存在、又は欠如から真正を決定できる自動
認証装置を提供することが知られているが、このような装置は、一般に複雑で高価である
。
【００１２】
　ＷＯ２００９／１３３３９０は、その内部のコア層の複屈折率を測定することを含む高
分子フィルムの認証方法を開示している。
【００１３】
　複屈折率、つまり二つの屈折率は、二つの異なる偏光ｓ及びｐに対する、及びその表面
の場所の二つの軸の間の物質の屈折率の違いによって生じる物質の性質である。
【００１４】
　複屈折性物質は、偏光が提供されると、前記光を通常光線と異常光線に分割し、それら
は、複屈折性物質を透過することによって両方とも遅延されるが、異なる度合いで遅延さ
れる。偏光に対して９０°にある第二偏光子を透過した後、二つの光線は再結合し、互い
に建設的に又は破壊的に干渉する。生成される効果は、複屈折性物質が、最小（偏光子に
対して０°）から最大（偏光子に対して４５°）まで回転するにつれて、正弦波の形態の
可変透過率となる。
【００１５】
　複屈折率は、結晶の配向、高分子鎖の配向及び結晶格子の変形の三つの方法で透明高分
子フィルム内に誘導される。
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【００１６】
　屈折率は物質の密度に比例し、高分子物質は結晶と非結晶の二つの形態で存在し、それ
らは両方とも、特定の種類の高分子内に既知の割合で存在する。ポリプロピレンは、その
分子量の範囲及びその立体化学に依存して、３５～５０％の結晶性であってもよい。バブ
ル処理中、冷却水を用いて溶融キャスト管（厚さ１ｍｍ）を急冷する際、結晶化が発生す
る。冷却は急速であり、フィルムの厚さ方向にわたって温度勾配が発生し、結晶化にやや
方向性をもたらす。結晶領域はキャスト管全体を構成し、延伸処理中、完成した高分子内
の最終の形状に引っ張られる。複屈折率は、結晶領域の様々な寸法の長さの違い、及び高
分子内のそれらの配向によって生じ、バブル高分子は、機械方向及び横方向の両方で等し
く延伸され、平均して低い複屈折率を生成することが期待されるが、結晶領域の不均一な
分布が、１～３ｍｍの距離にわたって複屈折率の分散を発生させる。
【００１７】
　屈折率は、物質内の高分子鎖の配向によっても影響を受け、これは、全体の複屈折率に
最大の影響を与え、延伸中の機械方向と横方向の応力の間の比率に比例する。
【００１８】
　最後に、格子変形は理論的に複屈折率の原因となるが、ポリプロピレン等の柔らかい、
低融点の物質で重要になる可能性は低い。
【００１９】
　物質の複屈折率の得られる効果は、前記物質を透過する光の偏光角の回転として現れ、
前記効果は、界面の相互作用を介して開始され、複屈折性物質を介して伝搬し、観察され
る複屈折率の度合いは、初期の界面の相互作用（つまり、入射角）と、前記物質を介した
次の経路長の積となる。
【００２０】
　上記のように、複屈折率の効果は、フィルムの厚さと、二つの軸の間の屈折率の違いの
度合いの積である。前記効果は、フィルムを二つの交差偏光子の間に配置し、最小の（交
差偏光子からの透過性に変化がないことと等しい）９０°から、単一の偏光子の場合と同
じ程度の光を透過する可能性がある４５°における最大まで回転させる場合、視認可能で
ある。
【００２１】
　フィルム内の複屈折率は、機械方向と横方向の間の製造中の配向の違いによって誘発さ
れ、結果として生じるフィルムは、互いに９０°に二つの軸を備え、その点において、複
屈折率は最小値であり、片方の軸から４５°で最大である。リール及びシートでのフィル
ム処理の性質の結果として、あらゆる既知の処理によって製造されるあらゆる物質は、偏
光子を包含する同じ特性を備える。
【００２２】
　高分子の配向の普遍性のために、４５°における複屈折率の単一測定で十分に、任意の
フィルム及びそのフィルムからの任意の印刷製品の最大値を決定できる。偏光子それ自体
もこれに従い、よって、このようなデバイスの製造では、偏光子の仕様は、それらがマス
タ偏光子シートから４５°において切断されるものとすべきである。
【００２３】
　ＷＯ２００９／１３３３９０に開示された方法及び装置は、互いに９０°に方向付けら
れた一対の回転偏光子の使用を含んでいる。偏光子は、同じ速度で回転するように動作し
、装置は、偏光子の間に配置されたサンプルを透過する光の強度を測定するように動作す
る。
【００２４】
　図１～３は、ＷＯ２００９／１３３３９０に開示されている複屈折率の異なる観察方法
用の装置の要素を示している。
【００２５】
　図１を参照すると、複屈折率を観察する第一の方法は、交差した偏光子の使用を介して
いる。直線偏光子は、ｓ又はｐ偏光の一方の種類を透過可能にし、第二の直線偏光子を提
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示し、第一のものに対して９０°捻ると、単一種類の偏光から作られる残りの光は遮断さ
れる。この技術は、交差偏光子使用法と呼ばれる。複屈折性物質は、偏光軸を効率的に回
転させるので、二つの交差した偏光子の間に配置すると、それらを透過可能な光の量に影
響を与える。交差した偏光子の間で複屈折性物質を回転させると、複屈折率の角度が変化
するにつれて、光の強度を変化させる。薄い高分子フィルムは、一次の複屈折率で動作し
、０～９０°の間で光を回転させる傾向があるが、完全な複屈折性物質は、偏光子の間の
透過性を全く増大させない状態から、光を回転させ、第二のものを透過させることによっ
て、第一偏光子の影響を除去することまで変化する。この挙動は、フィルムの複屈折率を
測定する一つの方法の基礎を構成する。サンプルは、二つのモータ付きの交差偏光フィル
タの間に一般に配置され、それから、互いに同じ回転設定を維持しながら３６０°回転さ
せ、光は、光源からフィルタ／サンプル／フィルタを透過し、フォトダイオードを用いて
その強度を測定する。測定される強度は二つの１８０°のサイクルに従い、その最大値と
最小値はそのフィルムの複屈折率に関係する。
【００２６】
　図２を参照すると、複屈折率の測定の第二の方法は、物質の複数のセクタからなる二つ
の円形の直線偏光フィルタを使用することであり、各セクタは、それ自体の偏光角を備え
、前記偏光角は、円形の光学系上の領域の角度位置に関係している。これらの二つの光学
系が、それらのｓ及びｐ方向によって区別される場合、両方の組合せは、互いのセクタに
して交差偏光子として機能する。単一光源を用いて、このような二つの偏光子の間に配置
されたサンプルを照射し、各セクタからの透過光を光ファイバに供給でき、更に、フォト
ダイオードを用いて、透過強度を測定する。この方法では、フィルムの複屈折性の挙動は
、偏光子を回転させることなく、単一の測定で測定でき、このような測定の分解能は、各
セクタの角度サイズに依存する。例えば、２０°程度のセクタは、１８個の測定を与え、
最大及び最小の透過率の発見に十分すぎるほどである。
【００２７】
　図３を参照すると、複屈折率の測定用の第三の方法は、石英ウェッジを使用することで
ある。この例では、複屈折性物質は偏光フィルタと校正済みの石英ウェッジの間に配置し
、光を検査システムに向かって照射し、前記ウェッジ上の干渉縞の位置を測定する。
【００２８】
　所定の本物のフィルムと他のものを区別するために、上記の複屈折率測定方法を利用し
て、使用者は、他の種類のフィルム、つまり、所定の偽造フィルムを除去できる。ステン
タ処理によって作製したＢＯＰＰフィルムは、機械方向より横方向により多く方向付けさ
れ、ダブルバブル処理によって作製したＢＯＰＰフィルムより著しく大きい複屈折性があ
る。複屈折率は、ダブルバブル処理を用いて正確に制御でき、フィルムを除去できる一意
的なシグネチャを提供できる。
【００２９】
　ＷＯ２００９／１３３３９０の方法によって、フィルムはそのままでセキュリティ化で
きる。フィルムの特定の固有の特性が、開示された方法を用いて観察され、任意の別のセ
キュリティ又は識別機能を追加する必要はない。この識別は、セキュリティ用の認証を可
能にし、フィルムの出所を決定することもできる。
【００３０】
　本明細書で呼ばれるフィルムは一般にシート状の物質であり、別個のシートとして、又
は、（例えば、型抜きによって）更に処理し、シート又はアーティクル形態の物質を提供
できるウェブ物質として提供できる。本明細書で「フィルム」と呼ぶ場合、別に明確に提
示されない限り、シート、アーティクル又はウェブ形態のフィルムを包含するものとする
。
【００３１】
　ＷＯ２００９／１３３３９０の方法は、バブル処理によって作製したフィルムを含むア
イテムの認証に適している。バブル処理は、バランスの取れた配向、よく設計され均一な
厚さ及び他の特性（高い引張り強度、低い延伸性、高い光沢及び透明度、良好な穿刺及び
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曲げ割れ抵抗、オイル及びグリースに対する抵抗、良好な不透水性）を備えているフィル
ムを結果として生じ、それは、バブル処理によって作製されていることを示すフィルムの
「シグネチャ」を定義する。
【００３２】
　フィルム（例えば、ＢＯＰＰフィルムと他のもの）の間を区別するために、フィルムの
全体の厚さ、及び別個の層、例えばラミネーティング層の厚さを測定してもよい。これに
よって、特定の処理、例えば、特定のバブル処理に依存する特定の特性を決定できる。追
加的又は代替的に、フィルムの一意的な複屈折性シグネチャを評価し、それを用いて、特
定の処理によってフィルムが作製されているかどうか、従って、例えば、本物の紙幣であ
るか、又は偽札であるかを決定できる。複屈折率は物質の異方性に依存し、バブル処理に
よって作製したフィルムは異なる異方性を備え、従って、他の処理によって作製したフィ
ルムは、異なる複屈折性を備えている。更に、バブル処理で用いられる正確な条件が、複
屈折性シグネチャに影響を与える。
【００３３】
　従って、ＷＯ２００９／１３３３９０は、むしろセキュリティ又は識別機能を追加する
必要はなく、バブル処理等の特定の処理によって作製したフィルムの本質的な特性は、一
意的であり、シグネチャとして機能することを認識している。
【００３４】
　実際の偽造フィルムは、偽造者によって作製されるよりもむしろ、購入されることの方
が多い。いくつかの供給源があり、それらは、三つの主なグループに分けられる。
　１．キャスト又はブローンフィルム－キャストフィルムは、ダイを介して冷却ローラ上
に高分子を押し出すことによって作製される。ブローンフィルムは、円形のダイを介して
高分子を押し出し、半溶融状態でバブルを膨張させることによって作製される。キャスト
フィルム及びブローンフィルムは、一般に、無配向であるか又はわずかに配向しており、
低い寸法安定性（つまり、容易に延伸可能）、低い光学性及び厚さ制御を備えている。
　２．単配向フィルム－単配向フィルムは、ダイを介して押し出し、機械方向に延伸する
ことによって作製される。単配向フィルムは高配向しており、低い光学性及び低い横方向
の寸法安定性を備えている。
　３．二軸配向フィルム－二軸配向フィルムは、Ｉｎｎｏｖｉａ　Ｆｉｌｍｓ　Ｌｉｍｉ
ｔｅｄ及び複数の他の供給業者から市販されている。多くの供給業者からの商用のＢＯＰ
Ｐは、一般にステンタ処理によって作製され、ＰＰは、スロットダイを介して冷却ローラ
上に押し出され、加熱ローラ上で機械方向に延伸され、張り枠内で横方向に延伸される。
全ての方向に均一に延伸配向されている、二重バブル処理によって作製したＢＯＰＰとは
異なり、これらのフィルムは本質的に異方である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３５】
　偽造者は、上記の複屈折率効果に気付いている可能性がある。上記の方法を用いるシス
テムを欺すために、偽造者は、フィルムのシートエッジ又はリールエッジに対して４５°
でフィルム上に印刷することによって、偽造アイテムを製造する場合がある。これを行う
ことは難しいため、任意の工業的処理を実質的に排除できるが、理解力があり決然たる偽
装者には、危険が残っている。
【００３６】
　上記の複屈折率測定方法は、適切な測定を行うために比較的長い時間を必要とする。実
際には、これは１秒より長い可能性があり、高速測定を実質的に排除する。また、アイテ
ムの配置及び測定領域の問題もある。アイテムの透明な領域又は「窓」領域は、小さく、
印刷物で部分的にカバーされている可能性がある。従って、紙幣認証の特定の分野では、
特定の額面金額に対する自動位置決めが可能であるが、これは手動用では扱いにくい場合
がある。これは更に、測定領域のサイズによって複雑化され、大きな領域はより高精度に
なるが、窓の印刷領域の一部を誤って組み込む可能性も高くなる。
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【００３７】
　上記の複屈折率測定方法は、セキュリティ文書の一部を構成する認証フィルムに対して
有用である。しかし、いくつかの例では、それらのセキュリティ文書は、少なくとも一部
が印刷されているフィルム基板を含む可能性がある。フィルム基板自体の正確な複屈折率
測定を保証するために、前記測定は、フィルムの未印刷の領域又は「窓」領域、つまりア
イテムのアイテム認証領域で行うべきである。印刷領域用の複屈折率測定の読取り値は本
物のフィルムと同じレベルである可能性があるので、フィルム基板の印刷領域で行われる
複屈折率測定は、「誤検知」をもたらす可能性がある。従って、複屈折率測定は、印刷領
域上ではなくアイテムの未印刷の領域又は「窓」領域（つまり、フィルム基板の真上で）
で行い、このような「誤検知」を避け、前記フィルム基板の正確な複屈折率測定を実現す
ることが重要である。二つの偏光子の間に配置されると、両方の状態で交差偏光子の間で
透過率は低くなるので、非窓領域は、低複屈折又は空気の領域と間違われる可能性がある
。
【００３８】
　当然のことながら、それが、印刷領域ではなく、複屈折率測定を行うアイテムの窓領域
（又はアイテム認証領域）であることを保証する必要性は、使用者の側に、アイテムのあ
る程度の操作を要求する可能性がある。使用者は、アイテムの窓領域が、複屈折率測定方
法を実行できる測定領域に配置されるまで、測定装置内でアイテムを動かす必要がある。
これは、使用者がアイテムを操作し、測定領域に窓を正確に配置する間に、時間がかかる
こととなる。
【００３９】
　機械供給装置を用いて、アイテムの認証用の複屈折率測定方法を実現することが望まし
い。これは、アイテムを認証できる速度を潜在的に増大させる可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【００４０】
　本発明は、上記の検討事項を考慮して工夫されている。
【００４１】
　本発明の一形態によると、装置の測定領域に配置されたアイテムの一部が、所定の複屈
折率特性を備えているという検出に応じて、フィルム基板を含む前記アイテムの真正を決
定するように動作する認証装置が提供され、前記装置は、アイテムの少なくとも一部が、
前記認証装置の測定領域に配置されているかどうかを決定するように動作するアイテム検
出配列と、光学ベースの複屈折率測定装置を含み、前記認証装置は、測定した複屈折率特
性と所定の複屈折率特性とを比較し、前記比較に基づいて、前記アイテムの真正又はその
他を示す真正信号を生成するように動作し、前記装置は更に、前記アイテム検出配列によ
る、測定領域に前記アイテムの少なくとも一部が存在するかどうかの決定に応じて、前記
装置から真正信号の出力を制御するように動作する制御手段を含んでいる。
【００４２】
　これは、真の又は本物のアイテムの一部が測定領域に配置されている場合のみ、装置が
真正信号を出力することを可能にする。アイテム検出配列の動作は、装置の消費電力の低
減に役立ち、真正信号は、アイテムが存在する場合のみ、装置によって出力される。そう
でない場合、信号は出力されない。
【００４３】
　選択的に、アイテム検出配列は、装置のアイテム検出領域に、電磁波を照射するように
配置され動作するアイテム検出エミッタと、アイテム検出領域から反射した電磁波、及び
前記アイテム検出領域を通過した電磁波の、少なくとも一方を受け取るように配置され動
作するアイテム検出ディテクタを含んでいてもよく、前記アイテム検出ディテクタは更に
、アイテム検出領域のアイテムの存在又はその他を示す信号を提供するように動作し、更
に、前記アイテム検出配列は、アイテム検出領域のアイテムの存在を示すアイテム検出デ
ィテクタ信号の受取りに応じて、アイテムの少なくとも一部が、測定領域に配置されてい
ることを決定するように動作する。
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【００４４】
　アイテム検出エミッタは白色光及び／又は赤外光を出射するように動作してもよく、ア
イテム検出ディテクタは白色光及び／又は赤外光を検出するように動作してもよい。
【００４５】
　更に選択的に、装置は、バブル処理によって作製したアイテムフィルム基板と、異なる
処理によって作製したアイテムフィルム基板を区別するように動作してもよい。
【００４６】
　光学ベースの複屈折率測定装置は、装置の測定領域に電磁波を照射するように配置され
動作する複屈折率測定エミッタと、前記複屈折率測定エミッタと前記測定領域の第一側の
間に配置され、前記複屈折率測定エミッタによって出射された電磁波を通過させる第一偏
光子と、前記測定領域の第二側に配置され、複屈折率測定エミッタから、測定領域を通過
した電磁波を受け取るように動作する複屈折率測定ディテクタと、前記測定領域の第二側
と複屈折率測定ディテクタの間に配置され、測定領域を透過した電磁波を通過させる第二
偏光子とを含んでいてもよく、前記第二偏光子が第一偏光子に対して横方向の偏光に影響
を与えるように方向付けられ、前記複屈折率測定ディテクタが、測定した複屈折率特性に
対応する信号を出力するように動作する。
【００４７】
　測定した複屈折率特性に対応して複屈折率測定ディテクタによって出力された出力信号
は、受け取った透過電磁波の強度に比例していてもよい。
【００４８】
　選択的に、複屈折率測定ディテクタは、測定した複屈折率特性に対応する出力信号を、
プロセッサに通信するように動作してもよく、前記プロセッサは、所定の複屈折率特定と
前記出力信号の値を比較するように動作する。
【００４９】
　更に選択的に、所定の複屈折率特性は、アイテムの不透明又は半不透明領域が、測定領
域に配置されている場合の、所望の複屈折率測定ディテクタの出力信号値に対応する第一
範囲の値と、アイテムの透明又は半透明領域が、前記測定領域に配置されている場合の、
所望の複屈折率測定ディテクタの出力信号値に対応する第二範囲の値と、アイテムが前記
測定領域に存在しない場合の、所望の複屈折率測定ディテクタの出力信号値に対応する第
三範囲の値、の一つを含んでいてもよい。
【００５０】
　複屈折率測定エミッタは、光源を含んでいてもよい。選択的に、光源は、白色発光ＬＥ
Ｄを含んでいてもよい。
【００５１】
　複屈折率測定ディテクタは、フォトディテクタを含んでいてもよい。選択的に、フォト
ディテクタは、フォトダイオードを含んでいてもよい。更に選択的に、フォトダイオード
は、白色光の検出に適していてもよい。
【００５２】
　複屈折率測定エミッタは、レール又はロッド上にスライド可能なように取り付けてもよ
い。選択的に、複屈折率測定エミッタは、取付け部によって、レール又はロッドに取り付
けてもよく、前記取付け部は、レール又はロッドに対してスライド可能であり、前記取付
け部は、レール又はロッドに対して、複屈折率測定エミッタの位置を固定できる固定要素
（例えば、固定ネジ）を含む。
【００５３】
　複屈折率測定ディテクタは、レール又はロッド上にスライド可能なように取り付けても
よい。選択的に、複屈折率測定ディテクタは、取付け部によって、レール又はロッドに取
り付けてもよく、前記取付け部は、レール又はロッドに対してスライド可能であり、前記
取付け部は、レール又はロッドに対して、複屈折率測定ディテクタの位置を固定できる固
定要素（例えば、固定ネジ）を含む。
【００５４】
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　選択的に、アイテム検出配列は、アイテム認証領域が測定領域に配置されているかどう
かを決定する、光学ベースの反射率測定装置を含んでいてもよく、前記反射率測定装置は
、前記装置の測定領域に電磁波を照射するように動作する反射率測定エミッタと、前記装
置の測定領域から反射した電磁波を受け取るように配置され動作し、前記測定領域から反
射した電磁波の測定した特性に対応し、前記測定領域のアイテム認証領域の存在又はその
他を示す信号を出力するように動作する反射率測定ディテクタと、を含んでいてもよく、
前記反射率測定装置は、測定した反射特性と一組の所定の反射特性を比較し、前記比較に
基づいて、測定領域のアイテム認証領域の存在又はその他を決定するように動作し、更に
、前記決定を示す信号を制御手段に提供し、前記制御手段からの真正信号の出力を制御す
るように動作する。
【００５５】
　これによって、前記装置は、アイテムのアイテム認証領域が測定領域に配置されている
場合だけ、真正信号を出力できる。全ての他の時間では、別の種類の信号が、装置によっ
て出力される。例えば、信号は、サンプルが存在していないことを示す信号、又は、例え
ば、測定領域に配置されているアイテムの領域が認証領域ではないこと（例えば、アイテ
ムの非窓領域又は印刷領域）を示す信号を含んでいてもよい。
【００５６】
　選択的に、測定した反射特性に対応して、反射率測定ディテクタによって出力された出
力信号は、受け取った反射電磁波の強度に比例していてもよい。
【００５７】
　選択的に、反射率測定ディテクタは、測定した反射特性に対応する出力信号を、プロセ
ッサに通信するように動作してもよく、前記プロセッサは、測定した反射特性に対応する
出力信号の値を所定の反射特性と比較するように動作し、前記所定の反射特性は、測定領
域の中でのアイテムのアイテム認証領域の存在を示す予め定められた値を含んでいてもよ
く、前記プロセッサは、前記比較に基づいて、アイテム認証領域が前記測定領域に存在す
るかどうかの決定を実行するよう動作し、前記決定を示す信号を制御手段に提供するよう
に動作する。
【００５８】
　選択的に、測定した反射特性に対応して、反射率測定ディテクタによって出力された出
力信号を所定の反射特性と比較することで、アイテム認証領域が測定領域に配置されてい
ることを示す場合、プロセッサは、前記測定領域の中でのアイテム認証領域の存在を示す
決定信号を制御手段に出力するように動作し、その受取りに応じて、制御手段は、測定し
た複屈折率特性に対応して、複屈折率測定ディテクタによって出力された出力信号と所定
の複屈折率特性との比較に基づいて、アイテムの真正又はその他を示す真正信号を出力す
るように動作する。
【００５９】
　選択的に、所定の反射特性は、アイテムの不透明又は半不透明領域が測定領域に配置さ
れている場合の、所望の反射率測定ディテクタの出力信号値に対応する第一範囲の値と、
前記アイテムの透明又は半透明領域が前記測定領域に配置されている場合の、所望の反射
率測定ディテクタの出力信号値に対応する第二範囲の値と、アイテムが前記測定領域に存
在しない場合の、所望の反射率測定ディテクタの出力信号値に対応する第三範囲の値、の
一つ以上を含んでいてもよい。
【００６０】
　選択的に、反射率測定ディテクタは、それに関連付けられた遮光部を備えていてもよく
、前記遮光部は、少なくとも一つの絞りを含み、前記絞りは、反射率測定ディテクタに対
して配置され、アイテムの少なくとも一部から反射した電磁波を前記反射率測定ディテク
タで受け取り可能にする。
【００６１】
　選択的に、遮光部は、管を含んでいてもよく、絞りは、前記管の中空部を含んでいても
よい。更に選択的に、絞りは、遮光部の管状領域を含んでいてもよい。反射率測定ディテ
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クタは、管の端部、又は内部、又は遮光部の管状領域の端部、又は内部に配置してもよい
。
【００６２】
　選択的に、反射率測定エミッタは、それに関連付けられた遮光部を備えており、前記遮
光部は、絞りを含み、前記絞りは、前記反射率測定エミッタに対して配置され、反射率測
定エミッタから出射された電磁波が装置の測定領域に向かって導かれることを可能にする
。
【００６３】
　選択的に、遮光部は、管を含んでいてもよく、絞りは、前記管の中空部を含んでいても
よい。更に選択的に、絞りは、遮光部の管状領域を含んでいてもよい。反射率測定エミッ
タは、管の端部、又は内部、又は遮光部の管状領域の端部、又は内部に配置してもよい。
【００６４】
　選択的に、反射率測定エミッタは、コヒーレントな電磁波を出射するように動作する。
更に選択的に、反射率測定エミッタは、少なくとも一つのＬＥＤを含んでいてもよい。少
なくとも一つのＬＥＤは、電磁スペクトルの赤外線範囲の光を出射するように動作しても
よく、及び／又は白色光エミッタ源を含んでいてもよい。なお更に選択的に、反射率測定
エミッタは、少なくとも一つの帯状電磁波源を含んでいてもよい。
【００６５】
　選択的に、反射率測定ディテクタは、少なくとも一つのフォトダイオードを含んでいて
もよい。更に選択的に、少なくとも一つのフォトダイオードは、電磁スペクトルの赤外線
範囲の光を検出するように動作してもよい。なお更に選択的に、反射率測定ディテクタは
、少なくとも一つのライン走査カメラを含んでいてもよく、及び／又は少なくとも一つの
分光器とＣＣＤ又はＣＭＯＳイメージセンサを含んでいてもよい。
【００６６】
　選択的に、反射率測定エミッタは、複数のＬＥＤ、複数の白色光エミッタ源、及び複数
の帯状電磁波源の少なくとも一つを含んでいてもよく、反射率測定ディテクタは、複数の
フォトダイオード、複数のライン走査カメラ、及び複数の分光器とＣＣＤ又はＣＭＯＳイ
メージセンサの少なくとも一つを含んでいてもよく、前記複数のＬＥＤは各々、複数のフ
ォトダイオード、及び／又は複数のライン走査カメラ、及び／又は複数の分光器とＣＣＤ
又はＣＭＯＳイメージセンサの対応する一つと対をなし、前記複数の白色光エミッタ源は
各々、複数のフォトダイオード、及び／又は複数のライン走査カメラ、及び／又は複数の
分光器とＣＣＤ又はＣＭＯＳイメージセンサの対応する一つと対をなし、前記複数の帯状
電磁波源は各々、複数のフォトダイオード、及び／又は複数のライン走査カメラ、及び／
又は複数の分光器とＣＣＤ又はＣＭＯＳイメージセンサの対応する一つと対をなす。
【００６７】
　選択的に、複数のＬＥＤの少なくとも一つは、電磁スペクトルの赤外線範囲の光を出射
するように動作してもよい。更に選択的に、複数のフォトダイオードの少なくとも一つは
、電磁スペクトルの赤外線範囲の光を検出するように動作してもよい。
【００６８】
　装置は選択的に、搬送経路を含んでいてもよく、前記搬送経路の一部は、測定領域を含
んでいてもよく、アイテムの搬送経路に沿って、前記アイテムを運ぶことができてもよい
。
【００６９】
　アイテムは、紙幣を含んでいてもよい。
【００７０】
　不透明又は半不透明領域は、紙幣の印刷領域を含んでいてもよく、及び／又はアイテム
の透明又は半透明領域は、紙幣の未印刷領域又は窓領域（アイテム認証領域）を含んでい
てもよい。
【００７１】
　本発明の別の形態によると、上記の機能の任意の一つ以上を包含する認証装置を含む紙
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幣計数装置が提供され、前記紙幣計数装置は更に、前記装置を介して運ばれる紙幣の数を
保持するように動作する紙幣計数デバイスを含み、前記紙幣計数デバイスは更に、認証装
置からのアイテムの真正又はその他を示す真正信号を受け取るように動作し、前記紙幣計
数デバイスは、測定領域のアイテムが真正であることを信号が示すときだけ、紙幣数を変
更するように動作する。
【００７２】
　選択的に、測定領域のアイテムが真正であることを示す信号を受け取ると、紙幣計数デ
バイスは、紙幣数を変更するように動作してもよい。更に選択的に、紙幣計数デバイスは
、数を増加させることによって、紙幣数を変更するように動作してもよい。
【００７３】
　本発明の別の形態によると、フィルム基板を含むアイテムの認証方法が提供され、前記
方法は、認証装置の測定領域に配置された前記アイテムの一部が所定の複屈折率特性を備
えているかどうかを検出することを含み、更に、前記アイテムの少なくとも一部が前記認
証装置の測定領域に配置されているかどうかを、アイテム検出配列によって決定するステ
ップと、光学ベースの複屈折率測定装置によって獲得した測定された複屈折率特性と所定
の複屈折率特性とを比較するステップと、前記比較に基づいて、前記アイテムの真正又は
その他を示す真正信号を生成するステップと、前記アイテム検出配列によって、前記測定
領域のアイテムの少なくとも一部の存在又はその他の決定に応じて、前記装置からの真正
信号の出力を、制御手段を介して制御するステップと、を含んでいる。
【００７４】
　選択的に、前記方法は、アイテム検出配列の一部を構成するアイテム検出エミッタを介
して、装置のアイテム検出領域に電磁波を照射することと、前記アイテム検出配列の一部
を構成するアイテム検出ディテクタを介して、前記アイテム検出領域から反射した電磁波
と前記アイテム検出領域を通過した電磁波の、少なくとも一方を受け取ることと、を含ん
でいてもよく、更に、前記アイテム検出領域のアイテムの存在又はその他を示す信号を提
供することと、前記アイテム検出領域のアイテムの存在を示すアイテム検出ディテクタ信
号の受け取りに応じて、前記アイテムの少なくとも一部が測定領域に配置されていること
を、アイテム検出配列によって決定することと、を含んでいてもよい。
【００７５】
　選択的に、前記方法は、バブル処理によって作製したアイテムフィルム基板と、異なる
処理によって作製したアイテムフィルム基板と、を区別してもよい。
【００７６】
　選択的に、前記方法は、複屈折率測定エミッタを用いて、装置の測定領域に電磁波を照
射することと、前記複屈折率測定エミッタと前記測定領域の第一側との間に第一偏光子を
配置し、前記複屈折率測定エミッタによって出射された電磁波を通過させることと、前記
測定領域の第二側に複屈折率測定ディテクタを配置することと、前記複屈折率測定ディテ
クタにおいて、前記複屈折率測定エミッタから測定領域を通過した電磁波を受け取ること
と、前記測定領域の第二側と複屈折率測定ディテクタとの間に第二偏光子を配置し、前記
測定領域を透過した電磁波を通過させることと、前記第二偏光子を第一偏光子に対して横
方向の偏光に影響を与えるように方向付けることと、測定した複屈折率特性に対応する信
号を前記複屈折率測定ディテクタから出力することと、を含んでいてもよい。
【００７７】
　選択的に、前記方法は、測定した複屈折率特性に対応する出力信号をプロセッサに通信
することと、前記プロセッサで、出力信号の値を所定の複屈折率特性と比較することと、
を含んでいてもよい。
【００７８】
　選択的に、所定の複屈折率特性は、アイテムの不透明又は半不透明領域が測定領域に配
置されている場合の、所望の複屈折率測定ディテクタの出力信号値に対応する第一範囲の
値と、前記アイテムの透明又は半透明領域が前記測定領域に配置されている場合の、所望
の複屈折率測定ディテクタの出力信号値に対応する第二範囲の値と、アイテムが前記測定
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領域に存在しない場合の、所望の複屈折率測定ディテクタの出力信号値に対応する第三範
囲の値、の一つを含んでいてもよい。
【００７９】
　選択的に、前記方法は、アイテムのアイテム認証領域が測定領域に配置されているかど
うかを、アイテム検出配列の光学ベースの反射率測定装置を介して決定することを含んで
いてもよく、前記決定ステップは、前記反射率測定装置の反射率測定エミッタを介して、
前記装置の測定領域に電磁波を照射することと、前記反射率測定装置の反射率測定ディテ
クタを介して、前記装置の測定領域から反射した電磁波を受け取ることと、前記測定領域
から反射した電磁波の測定した特性に対応し、前記測定領域のアイテム認証領域の存在又
はその他を示す信号を、前記反射率測定ディテクタから出力することと、前記反射率測定
装置で、測定した反射率性を一組の所定の反射特性と比較することと、前記比較に基づい
て、前記測定領域のアイテム認証領域の存在又はその他を決定することと、前記決定を示
す信号を制御手段に提供し、前記制御手段からの真正信号の出力を制御することと、によ
って実行される。
【００８０】
　選択的に、前記方法は、測定した反射特性に対応する出力信号をプロセッサに通信する
ことを含んでいてもよく、前記プロセッサは、測定した反射特性に対応する出力信号の値
を所定の反射特性と比較するように動作し、前記所定の反射特性は、測定領域のアイテム
のアイテム認証領域の存在を示す所定の値を含んでいてもよく、前記プロセッサは、前記
比較に基づいて、前記アイテム認証領域が測定領域に存在するかどうかの決定を実行する
ように動作し、前記決定を示す信号を制御手段に提供するように動作する。
【００８１】
　選択的に、測定した反射特性に対応する反射率測定ディテクタによって出力された出力
信号と所定の反射特性との比較が、アイテム認証領域が測定領域に配置されていることを
示す場合、前記測定領域のアイテム認証領域の存在を示す決定信号を、プロセッサから制
御手段に出力し、その受取りに応じて、測定した複屈折率特性に対応する複屈折率測定デ
ィテクタによって出力された出力信号と所定の複屈折率特性との比較に基づいて、アイテ
ムの真正又はその他を示す真正信号を制御手段から出力する。
【００８２】
　所定の反射特性は、アイテムの不透明又は半不透明領域が測定領域に配置されている場
合の、所望の反射率測定ディテクタの出力信号値に対応する第一範囲の値と、前記アイテ
ムの透明又は半透明領域が前記測定領域に配置されている場合の、所望の反射率測定ディ
テクタの出力信号値に対応する第二範囲の値と、アイテムが前記測定領域に存在しない場
合の、所望の反射率測定ディテクタの出力信号値に対応する第三範囲の値、の一つ以上を
含んでいてもよい。
【００８３】
　不透明又は半不透明領域は、紙幣の印刷領域を含んでいてもよく、及び／又はアイテム
の透明又は半透明領域は、紙幣の未印刷領域又は窓領域（アイテム認証領域）を含んでい
てもよい。
【００８４】
　選択的に、前記方法は、搬送経路の一部が測定領域を含んでいる、認証装置の前記搬送
経路を提供することと、前記搬送経路に沿ってアイテムを運ぶことと、を含んでいてもよ
い。
【００８５】
　本発明の別の形態によると、上記の方法のステップの任意の一つ以上を含む紙幣計数方
法が提供され、前記紙幣計数方法は更に、前記装置を介して運ばれる紙幣の数を、紙幣計
数デバイスを用いて保持することと、アイテムの真正又はその他を示す真正信号を、認証
装置から、前記紙幣計数デバイスにおいて受け取ることと、測定領域のアイテムが真正で
あることを真正信号が示すときだけ、紙幣数を変更することと、を含んでいる。
【００８６】
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　選択的に、前記方法は更に、測定領域のアイテムが真正であることを示す真正信号を受
け取る際、紙幣数を変更することを含んでいてもよい。更に選択的に、前記方法は、数を
増加させることによって紙幣数を変更することを含んでいてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】複屈折率を観察する異なる方法を実行する既知の装置の要素を概略的に示す図。
【図２】複屈折率を観察する異なる方法を実行する既知の装置の要素を概略的に示す図。
【図３】複屈折率を観察する異なる方法を実行する既知の装置の要素を概略的に示す図。
【図４】本発明の一つ以上の実施形態に従って、認証装置を概略的に示す平面図。
【図５】本発明の一つ以上の実施形態に従って、認証装置を概略的に示す側面図。
【図６】例示的な実施形態の認証装置を概略的に示す回路図。
【図７】選択的配列の認証装置を概略的に示す図。
【図８ａ】別の選択的配列の認証装置を概略的に示す図。
【図８ｂ】別の選択的配列の認証装置を概略的に示す図。
【図９ａ】更に別の選択的配列の認証装置を概略的に示す平面図。
【図９ｂ】更に別の選択的配列の認証装置を概略的に示す側面図。
【図９ｃ】図９ａの認証装置の複屈折率測定装置の出力信号応答を示すグラフ。
【図１０ａ】本発明の一つ以上の実施形態に従って、認証装置の一部を構成する反射率測
定装置のディテクタ配列を概略的に示す図。
【図１０ｂ】本発明の一つ以上の実施形態に従って、認証装置の一部を構成する反射率測
定装置のディテクタ配列を概略的に示す図。
【図１０ｃ】本発明の一つ以上の実施形態に従って、認証装置の一部を構成する反射率測
定装置のディテクタ配列を概略的に示す図。
【図１１】入射光の角度とディテクタの面積に依存して、ディテクタで受け取った光の強
度をプロットしているグラフ。
【図１２】照射光の入射角と、アイテム面からの照射光の反射性との関係をプロットして
いるグラフ。
【図１３】本発明の一つ以上の実施形態に従って、認証装置に紙幣を通過させる際の、反
射率測定装置のディテクタで受け取った反射光の強度のプロファイルを示す図。
【図１４】本発明の一つ以上の実施形態の認証装置の選択的配列で用いる、反射率測定装
置のエミッタ－ディテクタ－アイテム配列を概略的に示す平面図。
【図１５】本発明の一つ以上の実施形態の認証装置の選択的配列で用いる、反射率測定装
置のエミッタ－ディテクタ－アイテム配列を概略的に示す平面図。
【図１６】本発明の一つ以上の実施形態の認証装置の選択的配列で用いる、反射率測定装
置のエミッタ－ディテクタ－アイテム配列を概略的に示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００８８】
　本発明の形態に従う一つ以上の具体的な実施形態は、ほんの一例として、以降の図面を
参照しながら説明する。
【００８９】
　図４と５は、複屈折率測定装置１０２と反射率測定装置１０４を含む認証装置１００を
示している。
【００９０】
　認証装置１００は、アイテム１０６（例えば、紙幣）の複屈折率及び反射率特性を測定
するように動作する。特に、認証装置１００は、認証装置１００の測定領域１０８に配置
されたアイテム１０６の一部の複屈折率及び反射率特性を測定するように動作する。
【００９１】
　複屈折率測定装置１０２は、第一エミッタ１１０、つまり複屈折率測定エミッタ（選択
的に白色光を出射するように動作するＬＥＤ）、第一偏光子１１２、第一ディテクタ１１
４、つまり複屈折率測定ディテクタ（選択的に白色光を検出するように動作するフォトダ
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イオード）、及び第二偏光子１１６を含んでいる。
【００９２】
　複屈折率測定装置１０２の要素は、第一エミッタ１１０と第一偏光子１１２が測定領域
１０８の第一側に配置され、第一ディテクタ１１４と第二偏光子１１６が測定領域１１０
の第二側（つまり、第一エミッタ１１０と第一偏光子１１２の逆側）に配置されるように
構成される。
【００９３】
　第一エミッタ１１０は、測定領域１０８に電磁波（図の破線の矢印ＩＬによって示した
）を照射するように動作し、第一ディテクタ１１４を方向付けし、測定領域１０８に配置
したアイテム１０６の一部を透過した電磁波（図の破線の矢印ＴＬで示した）を受け取る
ように動作する。照射電磁波ＩＬ１は、第一偏光子１１２を透過し、その後、測定領域１
０８に配置したアイテム１０６の一部を照射する。測定領域１０８に配置したアイテム１
０６の一部を透過した後、透過電磁波ＴＬは、第二偏光子１１６を透過し、その後、第一
ディテクタ１１４で受け取られる。
【００９４】
　図の配列では、測定領域１０８は第一面に配置されている。第一偏光子１１２は、第一
面から間隙を介しており、測定領域１０８の第一側の第二面に配置されている。第二面は
、第一面と実質的に平行である。同様に、第二偏光子１１６は、第一面から間隙を介して
おり、測定領域１０８の第二側の第三面に配置されている。それは、第一偏光子１１２の
逆側に配置され、第三面は、第一及び第二面と実質的に平行である。第一及び第二偏光子
１１２、１１６の透過方向の配列は、それらが、交差偏光子を含むようにする。つまり、
第一偏光子１１２は、その透過方向が、測定領域１０８に配置したアイテム１０６の一部
の透過方向に対して、約＋４５°になるように配置される。第二偏光子１１６は、その透
過方向が、測定領域１０８に配置したアイテム１０６の一部の透過方向に対して、約－４
５°になるように配置される。代替的に、第一偏光子１１２の透過方向は、測定領域１０
８に配置したアイテム１０６の一部の透過方向に対して、約－４５°になるようにしても
よく、第二偏光子１１６の透過方向は、測定領域１０８に配置したアイテム１０６の一部
の透過方向に対して、約＋４５°になるようにしてもよい。
【００９５】
　従って、図の構成では、第一エミッタ１１０によって出射された照射電磁波ＩＬ１は、
第一偏光子１１２によって偏光され、測定領域１０８に配置したアイテム１０６の一部を
照射し、アイテム１０６を透過し、第二偏光子１１６（つまり、交差偏光子）への透過電
磁波ＴＬとして続き、そこを透過し、第一ディテクタ１１４で受け取られるように続く。
そこに入射した透過電磁波ＴＬの検出に応じて、第一ディテクタ１１４は、受け取った透
過電磁波ＴＬの強度に比例する信号を処理手段（図示せず）に出力する。
【００９６】
　処理手段は、第一ディテクタ１１４からの出力信号を受け取ると、受け取った信号の値
をデータベース（図示せず）に格納した所定の値の組と比較するように動作する。これら
の所定の値は、アイテムの印刷領域が測定領域１０８に配置されている場合、アイテムの
未印刷領域（例えば、窓領域又はアイテム認証領域）が測定領域１０８に配置されている
（アイテムのフィルム基板が、本物である）場合、アイテムの未印刷領域（例えば、窓領
域）が測定領域１０８に配置されている（アイテムのフィルム基板が、本物ではない）場
合、及び紙幣が測定領域１０８に配置されていない場合、の一つ以上のであるときの、所
望の透過電磁波の値に対応していてもよい。
【００９７】
　第一エミッタ１１０は、レール又はロッド１１８にスライド可能なように取り付けられ
ている。第一エミッタ１１０は、固定ネジ１２０を介して、前記レール又はロッド１１８
の長さに沿って、特定の位置に固定してもよい。この配列によって、測定領域１０８に対
する第一エミッタ１１０の位置を変更可能にする。同様に、第一ディテクタ１１４は、レ
ール又はロッド１２２にスライド可能なように取り付けられている。第一ディテクタ１１
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４は、固定ネジ１２４を介して、前記レール又はロッド１２２の長さに沿って、特定の位
置に固定してもよい。さらに、この配列によって、測定領域１０８に対する第一ディテク
タ１１４の位置を変更可能にする。
【００９８】
　高配向のフィルムを含むアイテム１０６は、（より多くの電磁波を通過させる、つまり
、透過電磁波ＴＬの強度が比較的高くなるため）第一ディテクタ１１４からの高い読取り
値を生じさせる。しかし、バランスの取れたフィルムでは、第一及び第二交差偏光子を介
した電磁波の挙動はほとんど変更されないので、第一ディテクタ１１４からゼロ値又は低
読取り値を生じさせる。
【００９９】
　バランスの取れた配向を備えているフィルム（例えば、ＢＯＰＰフィルム）は、第一デ
ィテクタ１１４において低複屈折率信号を発生させる。このような信号は、フィルムの印
刷領域に対応するもの、又は測定領域１０８に全くフィルムがないものと実質的に同じで
ある可能性がある。逆に、ステンター又は他の配向フィルムが測定領域１０８に配置され
ている場合、第一ディテクタ１１４は、上記の全ての状態とは異なる高い複屈折率信号を
生成する。
【０１００】
　従って、複屈折率測定装置１０２は、偽のフィルムの一部を含むアイテムに遭遇するま
でずっと、「アイテムは真正である」という結果に基づいて動作可能であり、偽のフィル
ムに遭遇した時点で、警報及び／又は視覚的警告を起動してもよく、言い換えると、ネガ
ティブであることは分かるが、ポジティブであることは識別しない。
【０１０１】
　これに対処するために、認証装置１００は、反射率測定装置１０４を包含している。
【０１０２】
　反射率測定装置１０４は、第二エミッタ１２６、つまり反射率測定エミッタ（選択的に
、電磁スペクトルの赤外線領域の電磁波を出射するように動作するＬＥＤ）、第二ディテ
クタ１２８、つまり反射率測定ディテクタ（選択的に、電磁スペクトルの赤外線領域の電
磁波を検出するように動作するフォトダイオード）、及び第二ディテクタ１２８に関連付
けられた遮蔽部１３０を含んでいる。遮蔽部１３０は、迷光から第二ディテクタ１２８を
保護し、第二エミッタ１２６以外の光源から第二ディテクタ１２８に入射している迷光に
よって生じる、誤った読取りを防止するのに役立つ。
【０１０３】
　反射率測定装置１０４は、第二エミッタ１２６と第二ディテクタ１２８を方向付け、測
定領域１０８に対向させるように構成する。第二エミッタ１２６は、測定領域１０８に電
磁波（図の矢印ＩＬ２で示した）を照射するように動作し、第二ディテクタ１２８は、測
定領域１０８に配置したアイテム１０６の一部から反射した電磁波（図の矢印ＲＬで示し
た）を受け取るように方向付けされ動作する。
【０１０４】
　選択的配列では、認証装置１００は、アイテムを運ぶことができる経路を含んでいても
よい。測定領域１０８は、この経路の一部を構成する。従って、この特定の配列では、ア
イテムは、認証装置１００の一方の側から他方の側に、経路を沿って運ばれ、その搬送中
、測定領域１０８を通過する。つまり、この選択的配列では、認証されるアイテムは、認
証装置１００に対して移動させてもよく、その逆でもよい。このような選択的配列は、図
７に関して更に詳しく説明する。別の選択的配列では、認証測定は、アイテムが静止して
いるときに行われる。つまり、アイテムは、認証装置１００のアイテム配置領域（その一
部を、測定領域１０８が構成する）に導入でき、ここで、認証測定が行われるまで、前記
アイテムは保持される。このような選択的配列は、図８ａと８ｂに関して更に詳しく説明
する。
【０１０５】
　動作中、アイテム１０６は、認証装置１００に導入され、アイテム１０６の一部が測定
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領域１０８に配置されるようにする。その時点で、第二エミッタ１２６からの照射電磁波
ＩＬ２は、測定領域１０８に配置されたアイテム１０６の一部上に入射する。測定領域１
０８のアイテム１０６に入射した照射電磁波ＩＬ２の少なくとも一部は、測定領域１０８
のアイテム１０６の一部によって反射される。この反射電磁波ＲＬは、第二ディテクタ１
２８に向かって反射される。第二ディテクタ１２８に近づく際、それは、遮蔽部１３０の
絞りを通過し、それから第二ディテクタ１２８によって検出される。第二ディテクタ１２
８は、そこに入射した反射電磁波ＲＬの検出に応じて、受け取った反射電磁波ＲＬの強度
に比例する信号を処理手段（図示せず）に出力する。
【０１０６】
　処理手段は、第二ディテクタ１２８からの出力信号を受け取ると、受け取った信号の値
をデータベース（図示せず）に格納した予め定められた値の組と比較するように動作する
。予め定められたこれらの値は、アイテムの印刷領域が測定領域１０８に配置されている
場合、アイテムの未印刷領域（例えば、窓領域）が測定領域１０８に配置されている（ア
イテムのフィルム基板が、本物である）場合、アイテムの未印刷領域（例えば、窓領域）
が測定領域１０８に配置されている（アイテムのフィルム基板が、本物ではない）場合、
及び紙幣が測定領域１０８に配置されていない場合、の一つ以上のであるときの、所望の
反射電磁波の値に対応していてもよい。
【０１０７】
　処理手段は、前記第一ディテクタ１１４及び第二ディテクタ１２８から受け取った出力
信号に基づいて、一つ以上の視覚的又は音声警告システムに、出力信号を送るように構成
されていてもよい。
【０１０８】
　従って、選択的配列では、測定領域１０８にアイテムが存在していない場合、処理手段
は、出力信号を発し、視覚的警告システムを制御して第一視覚的警告（例えば、赤色光）
を表示し、及び音声警告システムを制御して第一音声警告（例えば、ブザー）を出力する
。アイテムの印刷領域が、測定領域１０８に存在する場合、処理手段は、出力信号を発し
、視覚的警告システムを制御して第一視覚的警告（例えば、赤色光）を表示し、及び音声
警告システムを制御して第一音声警告（例えば、ブザー）を出力する。アイテムの窓領域
が測定領域１０８に存在し、前記アイテムを構成するフィルム基板が（複屈折率測定装置
によって決定されるように）本物である場合、処理手段は、出力信号を発し、視覚的警告
システムを制御して第二視覚的警告（例えば、緑色光）を表示し、及び音声警告システム
を無音にする。アイテムの窓領域が測定領域１０８に存在し、前記アイテムを構成するフ
ィルム基板が（複屈折率測定装置によって決定されるように）本物ではない場合、処理手
段は、出力信号を発し、視覚的警告システムを制御して第一視覚的警告（例えば、赤色光
）を表示し、及び音声警告システムを制御して第一音声警告（例えば、ブザー）を出力す
る。
【０１０９】
　この装置１００は、例えば、紙幣計数システム内で実行してもよい。処理手段は、アイ
テム１０６の窓領域が測定領域１０８に配置されており、窓領域を構成するフィルム基板
が真正であることを、複屈折率測定装置１０２及び反射率測定装置１０４から受け取った
信号が示すときのみ、計数デバイスに信号を出力するように動作してもよい。しかし、ア
イテム１０６の窓領域が測定領域１０８に配置されているが、窓領域を構成するフィルム
基板が真正ではないことを、複屈折率測定装置１０２及び反射率測定装置１０４から受け
取った信号が示すとき、信号は出力されない。つまり、計数デバイスによって行われる計
数は、本物の窓領域が測定領域１０８に登録されたときのみ変更されてもよい。
【０１１０】
　図４と５に示した配列では、第一エミッタ１１０は、白色光を出射するように動作する
発光ダイオード（ＬＥＤ）を含み、第一ディテクタ１１４は、白色光を検出するように動
作するフォトダイオードを含んでいる。
【０１１１】
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　更に、第二エミッタ１２６は、電磁スペクトルの赤外（ＩＲ）領域に対応する波長にお
いて電磁波を出射するように動作するＬＥＤを含んでいる。選択的に、ＬＥＤは、約８９
０ｎｍの波長を有する電磁波を出射するように動作する。
【０１１２】
　図の配列の第二ディテクタ１２８は、電磁スペクトルのＩＲ領域に対応する波長におい
て電磁波を検出し、選択的に、約８８０～１１４０ｎｍの間の波長を備えている電磁波を
検出するように動作するフォトダイオードを含んでいる。
【０１１３】
　もちろん、別の選択的配列では、第二エミッタ１２６と第二ディテクタ１２８は、電磁
スペクトルの他の波長において電磁波を出射及び検出するように動作してもよい。
【０１１４】
　第二エミッタ１２６のＬＥＤが、約８９０ｎｍの波長を備えている電磁波を出射するよ
うに動作する配列では、第二ディテクタ１２８のフォトダイオードは、８８０～１１４０
ｎｍの間の光の検出時に、最大約３５０ｍＶの電圧を発生するように動作する。
【０１１５】
　反射率測定装置１０４の感度は、第二エミッタ１２６と第二ディテクタ１２８の互いの
角度、第二エミッタ１２６と第二ディテクタ１２８に対する測定領域１０８の距離及び角
度、周囲光のレベル、並びに遮蔽部１３０のサイズに依存する。
【０１１６】
　図の配列の遮蔽部１３０は、管状要素（選択的に黒色管）を含んでいる。第二ディテク
タ１２８は、遮蔽部１３０の第一側上の管状要素の一端、又はその近傍（又は（又は遮蔽
部１３０の第一側の近傍の管状要素内）に配置してもよい。管状要素は、第二エミッタ１
２６及び測定領域１０８に対して配置及び方向付けし、測定領域１０８から反射した反射
電磁波ＲＬが、その口部において前記管状要素に入射するようにする。口部を介して管状
要素に入射した後、反射電磁波ＲＬは、管状要素に沿って第二ディテクタ１２８に進む。
管の長さ及び直径は、第二ディテクタ１２８が受け取る入射電磁波の角度範囲を決定する
（つまり、管が長く狭いほど、受け取る入射電磁波の角度範囲は狭くなる）。このような
配列では、高分子窓、印刷面及び空気を、これらの物質の各々の光沢の違いによって区別
できる。
【０１１７】
　所定の場所の光沢測定（つまり、反射率測定装置１０４によって行われる測定）を用い
て、認証装置１００は、複屈折率が低いか高いか、及び窓が存在するかどうかという情報
を備える。選択的に、反射光沢システムを第一エミッタ１１０から偏光システムの逆側に
配置し、第一エミッタ１１０から赤外線ディテクタ内への光漏れの影響を低減又は抑制す
る（それらの間に高複屈折性フィルムがある場合、光はフィルムを介してのみ進入し、こ
の点で、実際には窓が存在するので、赤外線ディテクタ内への光漏れは重要ではない）。
【０１１８】
　反射率測定装置１０４と認証されるアイテムの間隔の幅は、窓存在検出システム（つま
り、反射率測定装置１０４）の精度に影響を与える。第二ディテクタが受け取る最も平坦
な可能な読取り値と角度範囲を保証するために、アイテムスリットの最小の実際の幅の間
にはトレードオフの関係がある（受け取る範囲が広いほど、偽の信号の危険性は増大する
）。
【０１１９】
　部品配置の結果的な問題は、第一エミッタ１１０、第一ディテクタ１１４、第二エミッ
タ１２６及び第二ディテクタ１２８の垂直位置及びサイズである。アイテムの窓（例えば
、紙幣の窓）は、常に垂直方向に同じ場所ではなく、スワイプシステムは、（例えば、図
７に示したように）窓の水平配置を考慮しているが、前記アイテムの窓の垂直配置も考慮
する必要がある。これに対処するために、選択的配列では、アイテム面の二つ以上の位置
を測定することもでき、及び／又はエミッタとディテクタを移動可能にすることもできる
。図４と５に示したように、エミッタとディテクタは、レール１１８、１２２上に取り付
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ける。例えば、紙幣等の（紙幣の窓領域の場所が、異なる額面に対して異なっていてもよ
く、又は紙幣の窓領域の場所が、異なる国で異なっていてもよい）アイテムの認証に使用
する認証装置１００に柔軟性を持たせるために、レールシステムは、所定の高さに初期調
整を行うことができ、それから、エミッタとディテクタをその高さに固定できる。
【０１２０】
　選択的に、複数のエミッタとディテクタを同じレール上に取り付けてもよく、及び／又
はより長いディテクタアレイ及びエミッタ源を用いることもできる。
【０１２１】
　図６は、認証装置１００用の概略的回路図である。例えば、コンデンサ、抵抗器等の機
能は、簡略化のために省略されている。
【０１２２】
　前記回路は、第一エミッタ１１０、第二エミッタ１２６及びプロセッサ１３２を駆動す
るように動作する電源１３１を備えている。
【０１２３】
　第一ディテクタ１１４と第二ディテクタ１２８は、プロセッサ１３２（選択的にマイク
ロコントローラ）に結合し、これらのデバイスによって出力された出力信号を、プロセッ
サ１３２で受け取るようにする。第一ディテクタ１１４からの出力信号は、プロセッサ１
３２のゲート２に供給され、第二ディテクタ１２８からの出力信号は、プロセッサ１３２
のゲート１に供給される。
【０１２４】
　ディテクタ１１４、１１８のどちらか一方、又は両方は選択的に、それらの出力とプロ
セッサ１３２との間に、可変抵抗器を結合してもよい。これは、光学システムからの信号
レベルを制御する手段を提供し、装置の校正を可能にする。
【０１２５】
　警告システム１３４は、プロセッサ１３２に結合する。警告システムは、視覚的警告要
素（つまり、図の配列では、緑色ＬＥＤ１３６と赤色ＬＥＤ１３８）、及び音声警告要素
（つまり、図の配列ではブザー１４０）を含んでいる。これらは、プロセッサ１３２のゲ
ート３、４及び５に結合する。もちろん、他の選択的配列では、警告システムに示したも
のに加えて、又はその代わりに、他の要素を用いてもよい。
【０１２６】
　下記の表１は、装置が紙幣に関して用いられる際、図の回路の要素の挙動を説明する入
力と出力をまとめている。
【表１】

【０１２７】
　窓の存在は、窓がないものと紙幣が存在するものの間の強度の反射信号をもたらす。従
って、反射率測定装置は、三つの状態（つまり、測定領域に紙幣がない場合、紙幣の窓領
域が存在する場合、又は紙幣の印刷領域が存在する場合）を区別可能であり、紙幣の窓領
域が測定領域に存在する場合のみ、認証装置を機能させて、信号を出力可能にできなけれ
ばならない。これは、装置の消費電力を制御する機構として有用であり、つまり、紙幣の
窓領域の存在は、スイッチとして機能し、前記装置をオンにし、複屈折率測定を行う。そ
うでなければ、装置は、待機モードに留まっていてもよい（元に戻ってもよい）。
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【０１２８】
　認証装置の動作は、次のようにまとめられる。電磁波信号（例えば、光信号）は、認証
装置をオンにしたときから測定される。アイテム（例えば、紙幣）のエッジが測定領域に
入ったとき、反射測定装置によって得られる測定読取り値に変動又は変化がある可能性が
ある。アイテムの窓領域が測定領域を通過したとき、別の変動又は変化がある可能性があ
る。このことが生じると、その時点で行われた複屈折率測定値が書き留められる。複屈折
率測定値が比較的低い場合、認証装置はアイテムが本物であることを示す。しかし、複屈
折率測定値が比較的高い場合、認証装置はアイテムが偽物であることを示す。従って、い
ったん窓が測定領域で検出されると、アイテムは本物であると見なされ、複屈折率測定が
行われ、複屈折率測定値は紙幣が真正であることを示す。任意の窓の検出に失敗した場合
、認証装置によって出力が生成されなくてもよい。
【０１２９】
　図７は、紙幣の認証に適したデバイス１４２を示している。デバイス１４２は、上記の
配列の任意の一つ以上の認証装置１００を包含している。デバイス１４２は、携帯型の手
で持てるサイズのデバイスに適していてもよい。
【０１３０】
　デバイス１４２は、スロット１４４を備えている実質的にＵ字型のユニットを含み、ス
ロット１４４に紙幣を通過させる（例えば、スワイプさせる）ことができる。選択的に、
スロット深さは、４０ｍｍ（一つ以上の国で流通中のより大きな額面の高分子フィルム基
板紙幣のほぼ半分のサイズ）である。紙幣の窓領域が、デバイス１４２の内側に配置した
認証装置の複屈折率測定装置を通過すると、認証装置によって出力された信号は、照射デ
バイスに運ばれ、前記照射デバイスは、窓の複屈折率の読取り値に依存して、緑色光又は
赤色光のいずれかでデバイスを照射するように動作する。例えば、紙幣が真正の高分子フ
ィルムから形成されている場合、デバイス１４２は緑色光で照射される。しかし、紙幣が
真正ではない高分子フィルムから形成されている場合、デバイス１４２は赤色光で照射さ
れる。
【０１３１】
　デバイス１４２の寸法は、前記デバイスを機能させるために必要な電子回路及び電源の
サイズに依存していてもよい。しかし、必要な寸法は、スロット高さのものである。スロ
ット１４４は、十分な深さにして、紙幣がスロットを介して運ばれる際、紙幣の窓が、ス
ロット１４４の片側のデバイス１４２の直立部の間（従って、複屈折率測定装置と反射率
測定装置の要素の間）を通過するようにしなければならない。別の必要な寸法は、スロッ
ト幅のものであり、それは、正確な結果のために、スロット１４４を通過させている間、
紙幣の平坦性を維持するための十分に狭いスロットと、スロット１４４に紙幣を容易に通
過させることができる十分な幅のスロットとの間で妥協しなければならない。選択的に、
約０．５～１ｍｍの間のスロット幅が用いられる。更に選択的に、スロット１４４は、湾
曲した進入点及び／又は排出点を含み、スロット１４４内への紙幣端部の挿入、及び／又
はスロット１４４からの紙幣の取り出しに役立たせてもよい。
【０１３２】
　図８ａと８ｂは、別の選択的認証装置の配列を示している。この配列では、認証装置は
、紙幣が静止しているときの紙幣認証に適応可能であってもよい。
【０１３３】
　この配列では、その上に紙幣を受け取る表面を含む位置決めバンド１４６が提供されて
いる。位置決めバンド１４６は、その上に提供された紙幣テンプレート１４８を含んでい
る。例えば、紙幣テンプレート１４８を、位置決めバンド１４６の表面に彫り込み、凹部
領域が、位置決めバンド１４６の表面に形成されるようにする。この凹部領域は、紙幣と
同様の寸法であってもよく、その中に紙幣を受け取るような形状にする。
【０１３４】
　従って、使用中、一つ以上の印刷表面機能１５２及び窓領域１５４を含む紙幣１５０は
、位置決めバンド１４６の紙幣テンプレート１４８上に配置され、凹部領域のエッジに形
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成した凸状エッジを用いて、所定の位置（矢印Ａ参照）に案内される。認証装置の要素は
、位置決めバンドの上下に配置され、位置決めバンド１４６の測定領域１０８に配置した
紙幣１５０の一部の測定を行うようにする。測定領域１０８は、位置決めバンド１４６に
対して配置され、このような紙幣が位置決めバンド１４６上に配置されたとき、紙幣の窓
領域を一致させるようにする。認証装置の反射率測定装置は、紙幣の窓領域が測定領域１
０８の所定の場所にある時点を検出し、その後、認証装置は、窓領域１５４上で複屈折率
測定を行うように動作する。
【０１３５】
　異なる額面及び／又は異なる通貨（異なるサイズの可能性がある）に、図の配列が適応
できるように、一連の紙幣輪郭テンプレートを、位置決めバンド上に設ける（例えば、彫
り込む）ことができる。使用者は、適切な紙幣輪郭に対して紙幣を保持できる。これは、
例えば、位置決めバンド１４６の上部、及び左又は右のいずれかの凸状エッジを用いて、
紙幣を所定の位置に（窓が、より一貫して配置される場所に依存して）案内することによ
って行われる。
【０１３６】
　窓の異なるサイズ及び位置には、選択的配列では、複数の複屈折率測定位置を提供する
ことによって適応できる。
【０１３７】
　図９ａと９ｂは、別の選択的配列による認証装置の平面図及び側面図を示している。こ
の配列は、可動システム、つまり、アイテム（例えば、紙幣）を認証装置に対して移動さ
せるもの（又はその逆）に適していてもよい。
【０１３８】
　図の配列では、複屈折率測定装置１０２に対して矢印Ｂで示された方向に、測定領域１
０８を介して運ばれている紙幣１５０を示している。図の配列では、複屈折率測定装置１
０２は、測定領域の幅方向にわたって複屈折率測定要素のアレイを備えている。これらの
センサ複屈折率測定要素は、測定領域１０８の紙幣１５０の一部の複屈折率が高いかどう
かを示すように動作する。図の配列は更に、複屈折率測定装置１０２に隣接配置した紙幣
ディテクタ配列１５６を含んでいる。この紙幣ディテクタ配列１５６は、エミッタ１５８
、又はエミッタのアレイ（アイテム検出エミッタ）から、紙幣搬送経路に向かって電磁波
ビームを出射するように動作する。ディテクタ１６０、又はディテクタのアレイ（アイテ
ム検出ディテクタ）は、前記紙幣搬送経路を透過した、及び／又は前記搬送経路から反射
した前記電磁波ビームからの電磁波を受け取るように配置され、動作する。従って、紙幣
が紙幣ディテクタ配列１５６のエミッタ１５８によって出射された電磁波ビームによって
照射された紙幣搬送経路の領域に入ると、紙幣ディテクタ配列１５６によって、紙幣の存
在が検出される。つまり、紙幣が搬送経路に存在する場合、エミッタ１５８によって出射
された電磁波ビームは、紙幣によって反射され、反射電磁波を受け取るように配置された
ディテクタで受け取られるか、又はビームは、紙幣を透過する際に減衰され、透過電磁波
検出を受け取るように配置されたディテクタは、受け取っている透過電磁波の（ビーム内
に紙幣が存在することによる）減衰を検出できる。従って、紙幣ディテクタ配列１５６は
、紙幣１５０が存在する場合の照射電磁波ビームの反射によって、及び／又は透過した照
射電磁波ビームの強度の（ビーム内に紙幣が存在することによる）低下によって、紙幣１
５０が存在するかどうかを検出するように動作してもよい。従って、紙幣１５０が照射電
磁波ビームを遮断すると、紙幣ディテクタ配列１５６は、紙幣１５０の存在を検出する。
紙幣ディテクタ配列１５６は、複屈折率測定装置１０２の動作を制御し、紙幣が存在する
ときだけ複屈折率測定装置１０２が測定を行うように動作する。
【０１３９】
　反射率測定装置は選択的に、存在していても、存在していなくてもよい。反射率測定装
置を備えていない選択的配列では、複屈折率測定装置は、常に低／高複屈折率読取り値を
検出するように動作するが、決定は、紙幣ディテクタ配列の存在センサが紙幣を検出した
ときだけ行われる。
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【０１４０】
　このような「透過のみの」配列、つまり、反射率測定のない複屈折率測定の場合、装置
は、複屈折率測定装置のディテクタの信号を書き留めることによって、測定領域に窓が存
在することを決定するように動作する。背景信号は、ディテクタから比較的中間レベルの
出力信号をもたらす。紙幣の印刷部が測定領域に存在する（つまり、印刷領域が、ディテ
クタを遮蔽する）場合、これは、ディテクタから比較的低いレベルの出力信号をもたらす
。紙幣の窓領域が測定領域に存在する（背景信号＋複屈折率の）場合、これは、偽札が存
在するとき、ディテクタから比較的高いレベルの出力信号をもたらし、本物の窓が存在す
るとき、比較的低いレベルの出力信号をもたらす。図９ｃは、本装置を用いて、偽札の様
々な部分を測定したときのディテクタ応答を示している。図９ｃから分かるように、紙幣
の印刷部が測定領域に存在する場合、エミッタによって出射される照射光は、紙幣の印刷
部によって遮蔽され、非常にわずかの照射光が前記紙幣を透過し、ディテクタに到達する
。偽札の窓領域が測定領域に存在する場合、ディテクタからの出力信号は比較的高く、装
置は、紙幣が偽物であるという信号を出力するように動作する。
【０１４１】
　選択的配列では、一列、二列又は列全体の紙幣ディテクタであってもよい。それらは、
透過型であっても（図９ｂに示したように）、反射型であってもよい。紙幣ディテクタ配
列のエミッタによって出射される電磁波は、白色光であっても、狭帯域の赤外光であって
もよい。
【０１４２】
　下記の表２は、図９ａと９ｂに示した選択的配列の認証装置の要素用の決定表を示して
いる。
【表２】

【０１４３】
　図９ａ～９ｃの配列は、図７又は図８ａと８ｂに示した配列の機能と組み合わせて、上
で説明したように使用してもよい。
【０１４４】
　本発明の一つ以上の実施形態に従って、認証装置の一部を構成する反射率測定装置に関
連するパラメータについて、ここで議論する。反射率測定装置は、高分子面からの反射信
号を測定するように動作するので、反射は正反射であり、できるだけ狭い角度範囲からで
あることが望ましく、測定領域のフィルムからの反射のみを受け取るようにする。
【０１４５】
　以降の説明では、「光」と呼ぶものはいずれも、電磁スペクトルの「可視」部と、電磁
スペクトルの「非可視」部の両方の電磁波を包含するものとする。
【０１４６】
遮蔽絞り
　反射率測定装置のディテクタが遮蔽部によって保護されている、これらの配列では、遮
蔽絞りの寸法を考慮すべきである。いくつかの選択的配列では、遮蔽絞りは、遮蔽部に孔
又はスリットを単に含んでいてもよい。他の選択的配列では、遮蔽絞りは、選択的に、非
反射性物質からなる、又は非反射性物質と並んだ管を含んでいてもよい。
【０１４７】
　絞りの幅は、任意の角度で集束される電磁波光線の量を決定するが、これらの光線の出
射源については区別しないので、周囲の電磁波光源又は散乱からのノイズの除去には役立
たない。
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【０１４８】
　「セットバック距離」（つまり、第二ディテクタと、遮蔽絞りのアイテム側との間の距
離－「絞り口」）は、装置の精度に関連している。絞り口と第二ディテクタの間の大きな
距離は、非常に正確な角度の光だけが、絞り管の長さ方向を第二ディテクタまで進むこと
を意味する。
【０１４９】
　セットバック距離は、このようなディテクタを内側に適合させるデバイスの物理的制約
によって限定してもよい。
【０１５０】
　装置の精度は、絞り幅に依存してもよい。つまり、装置の精度は、絞り幅とセットバッ
ク距離の比率に依存してもよい。従って、より大きなセットバック距離を用いることがで
きるより大きなデバイスでは、より大きな絞り幅を使用できる。しかし、セットバック距
離が小さい、より制約のある、より小さなデバイスの場合、より狭い絞りを使用するべき
である。その結果、これは、集束される光線の低減、従って、デバイスの感度の低下を意
味する。
【０１５１】
　遮蔽部の絞りは、高角度の光を排除するように設計される。それは、第二ディテクタの
オフセットを備えている狭い開口部、又は開口部からの「セットバック」を使用すること
によってこれを行う。その壁に迷光を吸収する黒色管（つまり、図４に示し、上で説明し
たような配列）と、高角度の光を第二ディテクタの範囲から外に伝搬させる絞りの後ろの
開空間という、適切な二つの選択的配列がある。
【０１５２】
　これらの選択的配列は、図１０ａと１０ｂに概略的に示されている。選択的配列は、図
１０ｃに示されている配列に（計算を行う過程で）簡略化できる。
【０１５３】
　図１０ｃを参照すると、ｗは、絞り又は管の幅であり、ｌは、絞りからの第二ディテク
タのオフセット又は「セットバック」距離である。第二ディテクタが絞り／管の直径より
広い場合、管ベースの設計はより効率的なものになる。絞り設計の場合、第二ディテクタ
が絞りより広ければ、第二ディテクタで受け取る光の角度範囲はより大きくなり、次の計
算の場合、ｗは第二ディテクタの幅となる。
【０１５４】
　これの例外は、デバイスの精度であり、それは、光学系の入射幅に比例する。
【０１５５】
　光学系に入射する光がその最大強度である角度θｍａｘは、次式となる。
【数１】

【０１５６】
　これより大きな角度において、光学系に入射する光線は、第二ディテクタの領域の一部
のみに到達でき、それらが入射する第二ディテクタの角度範囲に比例する強度を失うもの
と見なすことができる。
【０１５７】
　この面積Ａｚは、絞りの断面領域の中心における排除直径ｚの最初の設定によって計算
できる。ｚから、高角度の光がアクセスすることができない中央領域の面積を計算し、そ
れに続いて、全体のスリット角から減算し、（実質的に内径ｚと外径ｗを備えているリン
グである）結果を生成する。
【０１５８】
　次の式は、これを示している。
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【数２】

【数３】

　ここで、θｚは、問題の角度である。直径２ｍｍ、長さ１０ｍｍの絞りの場合に、θｚ

をＡｚに対してプロットし、結果を正規化すると、図１１に示したグラフが得られる。
【０１５９】
　図のように、このような光学系の場合、約１１．５°より小さい入射光は、その完全な
強度で受け取られ、角度が大きくなるほど低下し、約２２°でゼロになる。
【０１６０】
　このことから、光学系が受け取ることができる光の最大角度、及び光学系の効率が低下
し始める時期を決定できる。
【０１６１】
入射角
　一般に、入射光線の反射は、ブルースター角（４４～５４°）に到達するまで、入射角
が増大するにつれてやや低下し、その後、点反射が急激に増大する。しかし、これは、Ｂ
ＯＰＰフィルム等の半透明物質又はフィルム被膜に用いられる色素充填インクに対して全
体を単純化している。実際には、このような物質は、上部の物理的なものの下に多くの光
学面を備えている。
【０１６２】
　実質的に異なる吸収性及び反射性を備えていることが多い色素等の組込み物質が存在す
ると、物質は、一連の角度にわたって実質的に異なる反射性を備えるようになる。
【０１６３】
　光沢測定に用いられる入射角は、ｓ及びｐ偏光状態に対して、表面の理論的反射率を考
慮することによって決定できる。

【数４】

【数５】

　ここで、θｉ＝入射角、θｔは透過角、ｎ１及びｎ２は、各々媒体１と媒体２の屈折率
である。
【０１６４】
　ランダム偏光の物質の場合、ｓおよびｐ反射は、共に平均化し、典型的な光源に対する
理論的反射率を得る。図１２に示したグラフは、屈折率１．４９の仮想的ポリプロピレン
面の理論的反射率を示している。
【０１６５】
　図１２から分かるように、ｓ偏光状態は、より低い角度を支配しており、ブルースター
角（ｔａｎ－１（ｎ１／ｎ２）＝５６．３°）を超えるまで、ｐ状態はほとんど反射しな
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い。無偏光の光源を使用すると、信号がゼロになるブルースター角において処理を失敗す
る可能性が避けられる。
【０１６６】
　認証装置の反射率測定装置の実現可能性を決定する実験では、用いられる角度は約４５
～約６０°であった。このような角度を用いる場合、反射率は約５％～約９％であった。
【０１６７】
　上記のように、表面下の色素物質の存在により、印刷領域の反射率はより複雑になる。
最初に、印刷領域の表面が、非印刷領域と同程度に平坦である場合、全体の反射率は、（
式４）と（式５）を用いるが、インク表面下の色素の反射性を考慮して、追加の値と共に
計算される。色素は、一般に小さく、よく分散しているので、これは妥当な仮定であると
考えられる。
【０１６８】
　色素は、電磁スペクトルの一部を吸収し、他のものを反射するように設計されている。
理想的な色素は、その目標色を維持しながら、できるだけ多くの光を反射し、そうでない
場合は、かなりくすむ。好ましくは、本発明の一つ以上の実施形態の装置によって行われ
る処理の場合、一般的な色素、及び特殊な紙幣の色素は両方ともくすんでいる。これと合
わせて、色素は、全ての方向に光を反射する（そうでない場合、環境内の周囲光の入射角
と等しい角度で観察しない限り、それらを見ることはできない）。これは、任意の一つの
角度において、反射光の一部だけが見られることを意味する。これらの二つの因子を加え
ると、それは、色素の反射が印刷領域をより反射させる低角度（＜３０°）と、上面（及
び未印刷フィルムの場合の底面）の反射が色素の反射より支配的であると予想され、未印
刷領域をより反射性にする場合のブルースター角より大きな角度と、を除いて、印刷領域
と未印刷領域の反射性の間に、それほど大きな違いは予想されないことを意味する。
【０１６９】
　本発明の一つ以上の実施形態による認証装置の一部を構成する反射率測定装置を用いて
光沢を測定する実験では、反射率測定装置の測定領域に、オーストラリア５０ドル紙幣を
通過させ、紙幣分類システムを模倣した。
【０１７０】
　図１３は、本発明の一つ以上の実施形態による認証装置の一部を構成する反射率測定装
置に、オーストラリア５０ドル紙幣を通過させた際に検出される強度プロファイルを示し
ている。
【０１７１】
　図において、直線Ｘは、装置が紙幣を走査した場所を示し、他の線Ｙは、反射率測定装
置の第二ディテクタによって出力された電圧信号を示している。
【０１７２】
　紙幣の色素領域は、（それほど多くはないが）窓領域Ｚより多く反射し、紙幣の色によ
ってそれほど影響されない（ただし、この特定の紙幣上の色は比較的単色である）。この
実験は、角度６０°において行われ、そこでは、フィルムから９％の反射率が予想される
。角度が低い場合、反射における色素の重要性は増大し、逆の場合は低下する。
【０１７３】
　紙幣のエッジを検出できることは、グラフ（つまり、図の右側における（Ｙ１で示した
）曲線の急峻な増大）から明らかである。また、紙幣の窓領域Ｚも検出できる－窓領域Ｚ
の場所と一致する（Ｙ２で示した）電圧プロファイルの低下に注意。
【０１７４】
第二ディテクタ「スタンドオフ」距離／発散／第二ディテクタ信号
　大部分の光源からの光は、非常に発散しており（例外は、レーザ光及び星の光）、従っ
て、任意の理想的な入射光線／反射光線モデルは、反射点からの第二ディテクタの距離が
増大するにつれて、素早く乖離する。任意の発散光源の中心は、なお理想的な光線を含ん
でいるが、反射点からの第二ディテクタの距離が大きくなると、受け取る反射光線の強度
は低下する。
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【０１７５】
　従って、当然のことながら、照射光線の発散が増大する、及び／又は反射点からの第二
ディテクタの距離が増大すると、受け取る反射光線の強度が小さくなるので、第二ディテ
クタからの読取り値の信号強度を低下させる。
【０１７６】
　しかし、第二ディテクタが、表面（従って、反射点）に近い場合、より広い角度範囲か
らの光を集める。これにより、第二ディテクタは不要な光線を受け取るようになり、従っ
て、第二ディテクタによって出力される信号値に影響を与える。
【０１７７】
　本発明の一つ以上の実施形態による認証装置の一部を構成する反射率測定装置は、正確
な角度からの反射光線を集束することを、第二ディテクタに要求する場合がある。
【０１７８】
　従って、上記のことから分かるように、第二ディテクタとアイテム面の間の距離を増大
させると、（第二ディテクタが、より広い角度範囲からの光を集める可能性が低下するた
め）その精度も増大する。しかし、第二ディテクタとアイテム面の間の距離が増大すると
、第二ディテクタが受け取る反射光線の強度も低下する。
【０１７９】
　追加的に、低下した発散がより少ない迷光の反射をもたらすので、照射源（つまり、第
二エミッタ）の発散の低下は、反射率測定装置の精度も増大させる。従って、選択的配列
では、第二エミッタは、レーザ光源を含んでいる。
【０１８０】
　フォトダイオードは、それらに到達する光の強度に比例する電圧を発生する。光の強度
は（放射強度と混同してはならない）、次式によって与えられる光源の照度から計算でき
る。
【数６】

　ここで、ＩＯは、光源における照度（Ｗ／ｍｍ２）であり、Ｐは、光源の電力（Ｗ）で
あり、ｄは、光源の直径（ｍｍ）である。
【０１８１】
　しかし、興味があるものは、光源（つまり、第二エミッタ）ではなく、第二ディテクタ
における照度である。これを確立するために、光源と第二ディテクタ（まとめて「プロー
ブ」）の間の経路長を計算しなければならない。経路長ｌｐａｔｈと、スタンドオフ距離
Ｚｐｒｏｖｅの間の関係は、次式のとおりである。
【数７】

　ここで、θｐｒｏｂｅは、光源と第二ディテクタが面に対して設定される角度である（
二つの間の角度は、これの二倍となる）。この距離は、光源と第二ディテクタの間の距離
である。
【０１８２】
　第二ディテクタ（例えば、フォトダイオード）におけるビームの直径ｄｐｈｏｔｏは、
次式によって計算できる。

【数８】

　ここで、ｄは、光源の直径であり、θｄｉｖは、光源の発散である（光源の技術仕様の
一部として提示される）。
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【０１８３】
　それから、第二ディテクタにおける強度は、次式のように計算できる。
【数９】

【０１８４】
　従って、光源と第二ディテクタの間の強度の低下は、次式によって計算できる。

【数１０】

【０１８５】
　従って、スタンドオフ距離の任意の計算は、光源から第二ディテクタまでの強度の低下
を考慮しなければならず、それは、含まれる角度と、光の経路長の積である。この制限は
、光源の強度、第二ディテクタの感度及び周囲光のノイズレベルによって決定される。
【０１８６】
　光源によって出射される光は、第二ディテクタに対して三つの分離条件を備えている。
　　ｄｐｈｏｔｏ＞ｗの場合、第二ディテクタは、測定領域から過度に遠く、有用な低い
角度の光が失われている。
　　ｄｐｈｏｔｏ＝ｗの場合、第二ディテクタは、測定領域から正確な距離にある。
　　ｄｐｈｏｔｏ＜ｗの場合、第二ディテクタは、測定領域に過度に近く、第二ディテク
タが受け取るように設計されるものより高い角度の光が、第二ディテクタへの経路を見つ
けることができる。
【０１８７】
　（式７）と（式８）を再構成し（式１１）と（式１２）を与えることができ、これは、
発散角とデバイス角に対して最適スタンドオフ距離Ｚｐｒｏｖｅを計算可能な方法（式１
１）と、スタンドオフ距離と発散角に対して最適デバイス角を計算可能な方法（式１２）
を示している。

【数１１】

【数１２】

【０１８８】
　（式１１）から、当然のことながら、光源の発散が小さいほど、可能なスタンドオフ距
離は遠くなる。
【０１８９】
エッジ検出の分解能
　本発明の一つ以上の実施形態による認証装置の一部を構成する反射率測定装置について
の別の考慮は、エッジ検出の精度であり、それは、サイズｗ、つまり、入射絞り／管直径
のサイズの関数である。実際には、反射光はフィルムから絞りまで進む際に発散するので
、検出分解能は絞りサイズよりやや小さくなる。
【０１９０】
　まず、経路長を計算しなければならない。これは、（式７）に示したものと同じ式を用
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いる。しかし、この経路長は、フィルムからディテクタまでの代わりに、フィルムのみの
表面からと、絞りからフィルムまでである。
【数１３】

　ここでｌｒｅｆｌｅｃｔｅｄは、反射経路長であり、Ｚａｐｅｒｔｕｒｅは、フィルム
表面と絞りの間の距離である。
【０１９１】
　このことから、幅ｄａｐｅｒｔｕｒｅの絞りよって、経路長ｌｒｅｆ上で受け取る、光
線の幅ｄｒｅｓを計算できる。この方法は、（式８）の逆であり、反射光を記述する新し
い幅と経路長に置換している。
【数１４】

【０１９２】
　従って、分解能は絞りより大きくなるが、システムの最小分解能と考えられる。
【０１９３】
波長
　照射光線の波長は、表面粗化に対する反射の挙動を変更する場合もある（つまり、干渉
の変更）。
【０１９４】
　最適配列では、ＩＲエミッタが用いられる。このような配列の第二ディテクタは、ＩＲ
光線に感度があり、周囲光源からの干渉によって影響を受けないので、これは装置の精度
を改善できる。しかし、他の選択的配列では、電磁スペクトルの他の部分からの電磁波を
出射するように動作する第二エミッタが適切な場合もある。このような場合、第二ディテ
クタは、例えば、遮蔽部によって、迷光線から保護される。
【０１９５】
アイテム又は紙幣角
　理想的な状況では、第二ディテクタに対するアイテム又は紙幣の角度は常に同じである
が、実際には、これは常にそうとは言えない。例えば、紙幣は折り目を含むことがあり、
ドラフトが、測定領域の紙幣の「揺動」を発生させる可能性がある。第二ディテクタ角に
対する紙幣の変位は、所望の反射角を変更させる。これに対処するために、（セットバッ
ク距離を短くすることで）第二ディテクタ許容量の角度範囲を増大できる。しかし、これ
は、デバイスの精度を低下させ、これらの相容れないパラメータの間で適切なバランスを
実現する必要がある。
【０１９６】
　上記の例の現象によって生じた反射角のバラツキは、±数度であってもよい。装置内の
解釈モジュールを用いて、反射角のバラツキによって生じる第二ディテクタの読取り値を
効率的に除去することによって、選択的配列では、このようなバラツキを明らかにできる
。
【０１９７】
　図１４は、本発明の一つ以上の実施形態の認証装置の選択的配列で用いる反射率測定装
置のエミッタ－ディテクタ－アイテム配列の平面図を概略的に示している。簡略化のため
に、認証装置の複屈折率測定装置は示されていない。
【０１９８】
　反射率測定装置３００は、第二エミッタ３０２、第二ディテクタ３０４、信号線３０８
によって第二ディテクタ３０４に電気的に結合させた処理手段３０６、及び第二エミッタ
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３０２と第二ディテクタ３０４に関連付けられた遮蔽部３１０を含んでいる。遮蔽部３１
０は、以降で更に詳しく説明する。
【０１９９】
　反射率測定装置３００は、第二エミッタ３０２と第二ディテクタ３０４を方向付けし、
測定領域３１１に対向するように構成する。第二エミッタ３０２は、測定領域３１１に（
図の破線の矢印ＩＬで示した）電磁波を照射するように動作し、第二ディテクタ３０４は
、測定領域３１１に配置したアイテムの一部から反射した（図の破線の矢印ＲＬで示した
）電磁波を受け取るように方向付けされ動作する。
【０２００】
　選択的に、認証装置は、アイテムを運ぶことができる経路を含んでいてもよい。測定領
域３１１は、この経路の一部を構成する。従って、この特定の配列では、アイテムは、認
証装置の片側から他方の側に経路を沿って運ばれ、その搬送中、測定領域３１１を通過す
る。
【０２０１】
　図の配列では、アイテムは紙幣３１２を含んでいる。
【０２０２】
　図の配列の遮蔽部３１０は、第二エミッタ管３１４ａと第二ディテクタ管３１４ｂを内
部に備えている本体要素を含んでいる。第二エミッタ３０２は、遮蔽部３１０の第一側の
第二エミッタ管３１４ａの一端、又はその近傍に配置されている。第二ディテクタ３０４
は、遮蔽部３１０の第一側の第二ディテクタ管３１４ｂの一端、又はその近傍に配置され
ている。第二エミッタ３０２によって出射された照射電磁波ＩＬは、第二エミッタ管３１
４ａを通過し、その口部において、第二エミッタ管３１４ａから出射する。口部は、遮蔽
部３１０の第二側に配置されている。第二ディテクタ管３１４ｂは、第二エミッタ管３１
４ａ及び測定領域３１１に対して、遮蔽部３１０内に配置及び方向付けされ、測定領域３
１１から反射した反射電磁波ＲＬを、その口部において、第二ディテクタ管３１４ｂに入
射させる。第二ディテクタ管３１４ｂの口部は、遮蔽部３１０の第二側に配置される。口
部を介して、第二ディテクタ管３１４ｂに入射した後、反射電磁波ＲＬは、第二ディテク
タ管３１４ｂに沿って第二ディテクタ３０４まで進む。
【０２０３】
　動作中、紙幣３１２は、図の左側から右側の方向で（つまり、矢印Ｃによって示したよ
うに）経路に沿って運ばれる。図１４に示した例は、測定領域３１１にその一部を備えて
いる紙幣３１２を示している。第二エミッタ３０２からの照射電磁波ＩＬは、第二エミッ
タ管３１４ａを通過し、その口部で第二エミッタ管３１４ａから出射される。第二エミッ
タ管３１４ａを出射した後、照射電磁波ＩＬは、測定領域３１１に配置した紙幣３１２の
一部に入射する。入射した照射電磁波ＩＬの少なくとも一部は、紙幣３１２で反射される
。この反射電磁波ＲＬは、第二ディテクタ管３１４ｂの口部に向かって反射され、そこか
ら、第二ディテクタ管３１４ｂに入射し、その後、第二ディテクタ３０４まで進む。第二
ディテクタ３０４は、そこに入射した反射電磁波ＲＬの検出に応じて、信号線３０８を介
して、受け取った反射電磁波ＲＬの強度に比例する信号を処理手段３０６に出力する。
【０２０４】
　処理手段３０６は、第二ディテクタ３０４から出力信号を受け取ると、受け取った信号
の値をデータベース（図示せず）に格納されている一組の予め定められた値と比較するよ
うに動作する。予め定められたこれらの値は、紙幣の印刷領域が測定領域３１１に配置さ
れている場合、紙幣の未印刷領域（例えば、窓領域）が測定領域３１１に配置されている
場合、紙幣が測定領域３１１に配置されていない場合、の一つ以上であるときの、所望の
反射電磁波の値に対応していてもよい。処理手段は、複屈折率測定装置（図示せず）から
受け取った信号と共に、この信号を用いて、紙幣が真正であるかどうかを示す信号を出力
できる。
【０２０５】
　紙幣３１２が、反射率測定装置３００を介して、その経路を進む際、処理手段３０６は
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、第二ディテクタ３０４から複数の読取り値を受け取る。選択的に、複屈折率測定装置は
、窓領域が測定領域３１１に配置されているときだけ、その測定を行う（つまり、複屈折
率測定の動作は、反射率測定装置によって出力された信号に基づいていてもよい）。
【０２０６】
　この装置３００は、例えば、紙幣計数システムで実行される認証装置の一部を構成して
もよい。処理手段３０６は、本物の紙幣が認証装置を通過したときだけ、計数デバイスに
信号を出力するように動作してもよい。
【０２０７】
　選択的配列では、遮蔽部３１０は射出成形部（選択的に単一の射出成形部）を含んでい
てもよく、それは、更に選択的に、例えば、ポリエチレン、ナイロン又はポリプロピレン
等の、吸収性の黒色色素高分子を含んでいる。
【０２０８】
　第二エミッタ３０２は選択的に、複数の異なる波長のＬＥＤ及び／又はレーザを含んで
いてもよい。選択的に、照射電磁波ＩＬの波長は、例えば、約８９０ｎｍの電磁スペクト
ルのＩＲ領域にあってもよい。
【０２０９】
　第二ディテクタ３０４は選択的に、広域スペクトルの第二ディテクタを提供するように
構成したフォトダイオードを含んでいてもよい（例えば、約４００～約１１４０ｎｍの範
囲の波長を備えている反射光線を検出するように動作する）。特定の選択的配列では、第
二ディテクタは、約８８０～約１１４０ｎｍの範囲の波長を備えている反射光線を検出す
るように動作してもよい。
【０２１０】
　図１５は、本発明の一つ以上の実施形態の認証装置の選択的配列で使用するための、反
射率測定装置のエミッタ－ディテクタ－アイテム配列の平面図を概略的に示している。再
び、簡略化のために、認証装置の複屈折率測定装置は示されていない。
【０２１１】
　図１４に示したものと同様の機能は、図１５にも示されている。図１５では、図８のも
のと共通の機能は、３ＸＸではなく、種類４ＸＸの参照番号で指定されている。従って、
図１５では、反射率測定装置は、参照番号（３００ではなく）４００で、第二エミッタは
、参照番号（４０２ではなく）４０２で、等のように指定されている。
【０２１２】
　図１５に示した配列は、図１４のものと同様であるが、ただし、単一の第二エミッタ及
び単一の第二ディテクタは、複数の第二エミッタと複数の第二ディテクタに置き換えてい
る。従って、図１５では、三つの第二エミッタ４０２ａ、４０２ｂ、４０２ｃが、図１４
に示した配列の単一の第二エミッタ３０２の代わりとなり、三つの第二ディテクタ４０４
ａ、４０４ｂ、４０４ｃが、図１４に示した配列の単一の第二ディテクタ３０４の代わり
となっている。
【０２１３】
　第二エミッタの第一のもの４０２ａは、第二ディテクタの第一のもの４０４ａと対をな
し、第二エミッタの第二のもの４０２ｂは、第二ディテクタの第二のもの４０４ｂと対を
なし、第二エミッタの第三のもの４０２ｃは、第二ディテクタの第三のもの４０４ｃと対
をなしている。
【０２１４】
　図１４に示した配列と比べて、第二エミッタと第二ディテクタの数の増大のために、結
果的に遮蔽部にも修正を行う必要がある。従って、三つの第二エミッタ管４１４ａ、４１
４ａ’及び４１４ａ”が、三つの第二ディテクタ管４１４ｂ、４１４ｂ’、４１４ｂ”と
共に、遮蔽部４１０に提供される。
【０２１５】
　第二エミッタの第一のもの４０２ａによって出射された照射電磁波ＩＬは、第二エミッ
タ管の第一のもの４１４ａに沿って進み、測定領域４１１の紙幣４１２の一部に入射する
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。測定領域４１１の紙幣４１２から反射した反射電磁波ＲＬは、第二ディテクタ管の第一
のもの４１４ｂの口部に向かって進み、その口部を介して第二ディテクタ管の第一のもの
４１４ｂに入射し、第二ディテクタ管の第一のもの４１４ｂに沿って進み、第二ディテク
タの第一のもの４０４ａで受け取られる。
【０２１６】
　同様に、第二エミッタの第二のもの４０２ｂによって出射された照射電磁波ＩＬは、第
二エミッタ管の第二のもの４１４ａ’に沿って進み、測定領域４１１の紙幣４１２の一部
に入射する。測定領域４１１の紙幣４１２から反射した反射電磁波ＲＬは、第二ディテク
タ管の第二のもの４１４ｂ’の口部に向かって進み、その口部を介して第二ディテクタ管
の第二のもの４１４ｂ’に入射し、第二ディテクタ管の第二のもの４１４ｂ’に沿って進
み、第二ディテクタの第二のもの４０４ｂで受け取られる。
【０２１７】
　更に、第二エミッタの第三のもの４０２ｃは、第二エミッタ管の第三のもの４１４ａ”
に光を出射するように動作する。第二エミッタ管の第三のもの４１４ａ”からの照射電磁
波ＩＬの入射によって、測定領域４１１の紙幣４１２の一部から反射した光線は、第二デ
ィテクタ管の第三のもの４１４ｂ”の口部に向かって進み、その口部を介して第二ディテ
クタ管の第三のもの４１４ｂ”に入射し、第二ディテクタ管の第三のもの４１４ｂ”に沿
って進み、第二ディテクタの第三のもの４０４ｃで受け取られる。
【０２１８】
　従って、図の選択的配列では、反射率測定装置４００は、複数角度の点解析装置を含ん
でいる。
【０２１９】
　上記のように、第二エミッタは、第二ディテクタを備えているそれらの絞り経路に一致
させる。この例では、第二エミッタと第二ディテクタの両方に対して、三つの角度が示さ
れているが、適切な場合、他の選択的配列では、より多くを用いることもできる。
【０２２０】
　第二エミッタ４０２ａ、４０２ｂ、４０２ｃはそこから出射された照射電磁波を、検出
されているアイテムの表面の同じ部分、つまり、測定領域の同じ点に入射させるように方
向付けられる。それは、第二ディテクタ４０４ａ、４０４ｂ、４０４ｃを、表面の同じ部
分から反射した電磁波を受け取るために同様に方向付けすることに従う。
【０２２１】
　プロセッサ４０６は、第二ディテクタ４０４ａ、４０４ｂ、４０４ｃから受け取った複
数の出力信号の解析を行うように動作してもよい。
【０２２２】
　別の選択的配列では、複数の波長を用いる反射測定を、単一又は複数角測定に適用する
こともできる（つまり、複数の異なる波長で反射測定を行うように、図１４又は１５に示
した装置を構成できる）。
【０２２３】
　単一の波長測定デバイスとして、同じ幾何形状に基づく可能な構成は、次のものを含ん
でいてもよい。
　　ａ）色の第二エミッタから第二ディテクタへ：単一の色の第二エミッタを、図１４の
配列の第二エミッタと置き換える。しかし、特定の角度で一色より多くを用いる場合、こ
れは問題となる可能性がある。すなわち、二つの解決策がある。
　　　ｉ．円の周りで測定を回転させること：これは、角度を維持し、同じ時刻に紙幣の
同じ点を測定するが、反射による偏光のために変動する危険性がある。違いが、極端にな
る可能性は低く、毎回、同じ測定方向を用いる場合、結果は一致する。
　　　ｉｉ．遅延信号：ライン内の点の測定を、平行な検出システムの列によって段階的
手順で測定する（点１を時点１のステーション１で測定し、点１を時点２のステーション
２で測定し、同時に、点２をステーション１で測定する等）。
　　ｂ）白色光エミッタ源を、以下の一つ以上と組み合わせて用いてもよい。
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　　　ｉ）フォトダイオードの第二ディテクタの代わりの分光器
　　　ｉｉ）絞り管に配置した分光器の機能部品（つまり、回折格子とＣＣＤの第二ディ
テクタ／ＣＭＯＳ）、及び
　　　ｉｉｉ）デジタルカメラ
【０２２４】
　本発明の一つ以上の実施形態の別の選択的配列は、全領域走査を行うように動作する反
射率測定装置を含んでいる。このような配列は、図１５に示されている。この配列では、
認証装置に配置した紙幣５０６に向かって照射電磁波ＩＬを出射するように動作する帯状
電磁波源５０２を含む反射率測定装置５００が提供されている。入射電磁波ＩＬは、ライ
ン走査カメラ５０４に向かう反射電磁波ＲＬとして紙幣によって反射される。
【０２２５】
　この配列では、動作モードは、上記の他の配列で説明したものと同様であるが、ただし
、前に説明した配列の第二エミッタ／第二ディテクタの組合せは、帯状電磁波源５０２と
ライン走査カメラ５０４に置き換えられている。紙幣５０６は、帯状電磁波源５０２とラ
イン走査カメラ５０４に対して移動されるか、又はその逆である。このような配列を用い
て、ライン走査カメラ５０４を使用して反射電磁波ＲＬの値の測定を行うことによって、
特定の照射角における表面反射率の全マップを獲得できる。
【０２２６】
　このマップは選択的に、単色であっても着色されていてもよい（つまり、反射電磁波Ｒ
Ｌは、カラーカメラを介して、又は２Ｄ　ＣＭＯＳアレイに結合した回折格子によって集
束される）。更に、マップは、一連の角度にわたって、紙幣を照射することによって得ら
れる一連の測定から構築してもよい（例えば、図１５に示した配列と同様であるが、紙面
内／外に実質的に延びる帯状電磁波源及びライン走査カメラを備えている）。
【０２２７】
　選択的配列では、可視スペクトルのすぐ外側のＩＲ光を用いることができる。別の選択
的配列では、ノイズを低減可能な一つの方法として、フィルタを用いて白色光を除去でき
る。
【０２２８】
　上記の「非静的」配列の全てにおいて、紙幣は認証装置に対して移動される（つまり、
前記装置を介した搬送経路に沿って移動される）。しかし、他の選択的な「非静的」配列
では、紙幣は静止していてもよく、装置が紙幣に対して移動される。
【０２２９】
　別の選択的配列では、複屈折率測定装置のエミッタとディテクタを傾斜又はオフセット
させて、紙幣を介した光路長を増大させてもよい。
【０２３０】
　上記の配列では、複屈折率測定装置の偏光子は、「交差」している。つまり、第一偏光
子１１２は、その透過方向が、測定領域１０８に配置したアイテム１０６の一部の透過方
向に対して約±４５°になるように配置される。第二偏光子１１６は、その透過方向が、
測定領域１０８に配置したアイテム１０６の一部の透過方向に対して約±４５°になるよ
うに配置される。つまり、第一偏光子１１２の透過方向は、第二偏光子１１６に対して約
９０°になる。選択的配列では、第二偏光子１１６の透過方向に対する第一偏光子１１２
の透過方向は、９０°であってもよい。しかし、他の選択的配列では、第二偏光子１１６
の透過方向に対する第一偏光子１１２の透過方向は、垂直でなくてもよい。例えば、第二
偏光子１１６の透過方向に対する第一偏光子１１２の透過方向は、約８９°であってもよ
い。このような「垂直でない」配列では、偏光子を透過可能な照射光の量は、「垂直な」
配列に比べて増大する。これは、ディテクタのバックグラウンドのレベルに影響を与え、
エッジを検出する装置の性能を向上できる。
【０２３１】
　上記の発明の実施形態が、汎用プロセッサ又は専用プロセッサ、デジタルシグナルプロ
セッサ、マイクロプロセッサ、又は他の処理デバイス、データ処理装置又はコンピュータ
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システム等の、ソフトウェア制御のプログラム可能な処理デバイスを用いて、少なくとも
部分的に実行可能な場合、当然のことながら、上記の方法及び装置を実行するように、プ
ログラム可能なデバイス、装置又はシステムを構成するためのコンピュータプログラムが
、本発明の一形態として想定される。コンピュータプログラムは、ソースコード、オブジ
ェクトコード、コンパイルコード、インタープリットコード、実行可能コード、静的コー
ド、動的コード等の、任意の適切な種類のコードとして具現化してもよい。命令は、Ｌｉ
ｂｅｒａｔｅ、ＯＣＡＰ、ＭＨＰ、Ｆｌａｓｈ、ＨＴＭＬ及び関連の言語、ＪａｖａＳｃ
ｒｉｐｔ、ＰＨＰ、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｊａｖａ、ＢＡＳＩＣ、Ｐｅｒｌ、Ｍａｔｌａｂ、Ｐａ
ｓｃａｌ、Ｖｉｓｕａｌ　ＢＡＳＩＣ、ＪＡＶＡ、Ａｃｔｉｖｅ　Ｘ、アセンブリ言語、
マシンコード等の、任意の適切な高級、低級、オブジェクト指向、視覚的、コンパイラ型
及び／又はインタプリタ型プログラミング言語を用いて実行してもよい。その最も一般的
な意味での用語「コンピュータ」が、上記のようなプログラム可能なデバイス、及びデー
タ処理装置とコンピュータシステムを包含していることを、当業者は容易に理解できる。
【０２３２】
　適宜、コンピュータプログラムは、機械読取り可能な形態で搬送媒体上に格納されるが
、例えば、搬送媒体は、メモリ、着脱可能又は着脱不可能な媒体、消去可能又は消去不可
能な媒体、書込み可能又は再書き込み可能な媒体、デジタル又はアナログ媒体、ハードデ
ィスク、フロッピーディスク、コンパクトディスク読取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、
追記型コンパクトディスク（ＣＤ－Ｒ）、再書込み可能なコンパクトディスク（ＣＤ－Ｒ
Ｗ）、光ディスク、磁気媒体、光磁気媒体、着脱可能なメモリカード又はディスク、様々
な種類のデジタル多目的ディスク（ＤＶＤ）利用者識別モジュール、テープ、カセット固
体メモリを含んでいてもよい。
【０２３３】
　この中で用いる場合、「一実施形態」又は「実施形態」への任意の参照は、その実施形
態と関連して説明される特定の要素、機能、構造、又は特徴が、少なくとも一つの実施形
態に包含されることを意味する。本明細書の様々な場所で「一実施形態の」という語句が
現れることは、必ずしも全て同じ実施形態を参照しているわけではない。
【０２３４】
　この中で用いる場合、用語「含む」、「含んでいる」、「包含する」、「包含している
」、「備える」、「備えている」又はその任意の他の変形は、非排他的含有を対象として
いるものとする。例えば、要素の一覧を含む処理、方法、部材、又は装置は、それらの要
素だけに必ずしも限定されないが、明確に列挙されていない、又はこのような処理、方法
、部材、又は装置に固有の、他の要素を包含していてもよい。更に、逆に明確に述べられ
ていない限り、「又は」は、包含的論理和を指し、排他的論理和を指さない。例えば、条
件Ａ又はＢは、Ａは真であり（又は存在し）Ｂは偽である（又は存在しない）、Ａは偽で
あり（又は存在せず）Ｂは真である（又は存在する）、及びＡとＢは両方とも真である（
又は存在する）のいずれか一つによって満足される。
【０２３５】
　加えて、単数の名詞「ａ」又は「ａｎ」は、本発明の複数の要素又は部品を説明するた
めに利用される。これは、単に便宜上、本発明の一般的な意味を与えるために行われる。
この説明は、一つ又は少なくとも一つを包含するように読まれるべきであり、そうでない
ことを意味することが明らかでない限り、単数形は複数形も包含している。
【０２３６】
　以上の説明の観点では、本発明の範囲内で様々な修正を行ってもよいことは、当業者に
は明らかである。
【０２３７】
　本開示内容の範囲は、請求された発明に関係するかどうか、又は本発明によって対処さ
れる任意の又は全ての問題を緩和するかどうかにかかわらず、明示的又は暗示的のいずれ
かで、本明細書に開示された任意の新規な特徴又は特徴の組合せ、又は任意の一般化され
たものを包含している。出願者はこれによって、新しい請求項が、本出願又はそこから導
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き出される任意のこのような別の出願の審査中、このような特徴を明確化できることを通
知する。特に、添付の請求項に関して、従属請求項の特徴は、独立請求項のものと組み合
わせてもよく、各独立請求項の特徴を、任意の適切な形態で組み合わせてもよく、請求項
に列挙した特定の組合せで単に行わなくてもよい。
【符号の説明】
【０２３８】
１００　　　認証装置
１０２　　　複屈折率測定装置
１０４　　　反射率測定装置
１０６　　　アイテム
１０８　　　測定領域
１１０　　　第一エミッタ
１１２　　　第一偏光子
１１４　　　第一ディテクタ
１１６　　　第二偏光子
１１８　　　レール又はロッド
１２０　　　固定ネジ
１２２　　　ロッド
１２４　　　固定ネジ
１２６　　　第二エミッタ
１２８　　　第二ディテクタ
１３０　　　遮蔽部
１３１　　　電源
１３２　　　プロセッサ
１３４　　　警告システム
１３６　　　緑色ＬＥＤ
１３８　　　赤色ＬＥＤ
１４０　　　ブザー
１４２　　　デバイス
１４４　　　第一ディテクタ
１４６　　　位置決めバンド
１４８　　　紙幣テンプレート
１５０　　　紙幣
１５２　　　印刷表面機能
１５４　　　窓領域
１５６　　　紙幣ディテクタ配列
１５８　　　エミッタ
１６０　　　ディテクタ
３００　　　反射率測定装置
３０２　　　第二エミッタ
３０４　　　第二ディテクタ
３０６　　　処理手段
３０８　　　信号線
３１０　　　遮蔽部
３１１　　　測定領域
３１２　　　紙幣
３１４ｂ　　第二ディテクタ管
３１４ａ　　第二エミッタ管
４００　　　反射率測定装置
４０２ａ　　第二エミッタ
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４０４ａ　　第二ディテクタ
４０６　　　プロセッサ
４１０　　　遮蔽部
４１１　　　測定領域
４１２　　　紙幣
４１４ｂ　　第二ディテクタ管
４１４ａ　　第二エミッタ管
５００　　　反射率測定装置
５０２　　　帯状電磁波源
５０４　　　ライン走査カメラ
５０６　　　紙幣
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